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(57)【要約】
　外科用ロボットシステム内のロボット外科用ツールを
操作するためのユーザインターフェース装置が説明され
る。ユーザインターフェース装置は、装置本体の動きに
応答して空間状態信号を生成するための追跡センサを含
む装置本体を含むことができる。空間状態信号は、外科
用ロボットシステムアクチュエータの空間動作を制御す
るために使用することができる。いくつかのグリップリ
ンクは、装置本体に枢動可能に連結され得る。グリップ
リンク変位センサは、装置本体に対するグリップリンク
の動きを監視し、その動きに応答してグリップ信号を生
成することができる。グリップ信号は、外科用ロボット
システムアクチュエータに取り付けられたロボット外科
用ツールのグリップ動作を制御するために使用すること
ができる。他の実施形態も本明細書に記載され、請求さ
れている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用ロボットシステム内のロボット外科用ツールを操作するためのユーザインターフ
ェース装置であって、
　中心軸の周りに本体表面を有する装置本体と、
　複数のグリップリンクであって、各グリップリンクは、装置クランク継手において前記
装置本体に枢動可能に連結されたグリップクランクを含み、前記グリップリンクは、前記
ロボット外科用ツールのグリップ動作を操作するためのグリップ信号を生成するように構
成されている、グリップリンクと、
　前記装置本体内に取り付けられた追跡センサであって、前記装置本体の動きを追跡し、
入力空間状態信号を生成して、前記ロボット外科用ツールの空間動作を制御するように構
成されている、追跡センサと、を備える、ユーザインターフェース装置。
【請求項２】
　各グリップリンクは、従動クランク継手において前記グリップクランクに枢動可能に連
結された従動アームを含み、前記従動アームは、従動スライダ継手においてスライダに枢
動可能に連結され、前記スライダは、前記中心軸に沿って動くようにスライダ本体継手に
おいて前記装置本体の前記本体表面に摺動可能に連結されている、請求項１に記載のユー
ザインターフェース装置。
【請求項３】
　前記装置クランク継手、前記従動クランク継手、及び前記従動スライダ継手は回転継手
であり、前記スライダ本体継手はプリズム継手である、請求項２に記載のユーザインター
フェース装置。
【請求項４】
　前記グリップリンクはそれぞれの従動アームを有し、前記従動アームは同じスライダに
連結されている、請求項３に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項５】
　前記グリップリンクは、前記中心軸に沿って交差するそれぞれの平面に沿って前記装置
本体から延在するグリップクランクを有するグリップリンクの第１のセットを含み、前記
それぞれの平面は、前記中心軸を中心に等角である、請求項１に記載のユーザインターフ
ェース装置。
【請求項６】
　グリップリンクの前記第１のセットの前記それぞれの平面の間で前記装置本体から延在
する少なくとも１つのグリップクランクを有する、グリップリンクの第２のセットを更に
備える、請求項５に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項７】
　前記スライダを第１の端部に向かって又は前記第１の端部から離れるように動かすため
に、前記装置本体に連結された第１の端部と、前記スライダに連結された第２の端部と、
を有するバイアス要素を更に備える、請求項２に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項８】
　前記バイアス要素は線形アクチュエータである、請求項７に記載のユーザインターフェ
ース装置。
【請求項９】
　双安定ラッチ機構を更に備え、前記双安定ラッチ機構は、非ラッチ位置と、移動終了位
置と、ラッチ位置との間でカムに沿って移動するカム従動子を含み、前記カム従動子は、
前記グリップクランクが開位置と閉位置との間で前記装置本体に向かって枢動するとき、
前記非ラッチ位置から前記移動終了位置へと動き、前記カム従動子は、前記グリップクラ
ンクが前記閉位置とロック位置との間で前記装置本体から離れるように枢動するとき、前
記移動終了位置から前記ラッチ位置へと動く、請求項７に記載のユーザインターフェース
装置。
【請求項１０】
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　前記グリップクランクは、前記閉位置において前記ロック位置よりも前記中心軸に近く
、前記グリップクランクは、前記ロック位置において前記開位置よりも前記中心軸に近い
、請求項９に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項１１】
　前記グリップクランクに取り付けられたグリップクランク容量感知パッドと、
　前記グリップクランク容量感知パッドの静電容量の変化を検出するために、前記グリッ
プクランク容量感知パッドに電気的に結合されたユーザインターフェース装置プロセッサ
と、を更に備え、前記グリップクランク容量感知パッドの前記静電容量の前記変化を検出
することに応答して、インターロックオフ信号を生成するように構成されている、請求項
１に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項１２】
　前記グリップクランクに取り付けられた第２のグリップクランク容量感知パッドを更に
備え、前記ユーザインターフェース装置プロセッサは、前記グリップクランク容量感知パ
ッド及び前記第２のグリップクランク容量感知パッドのそれぞれの静電容量における変化
のシーケンスを検出するために、前記第２のグリップクランク容量感知パッドに電気的に
結合されている、請求項１１に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項１３】
　前記装置本体に取り付けられた指クラッチを更に備え、前記指クラッチは、前記中心軸
の周りに延在する導電パッドを含み、前記ユーザインターフェース装置プロセッサは、前
記導電パッドに電気的に結合されて、前記導電パッドの静電容量の変化を検出することに
応答してクラッチ信号を生成する、請求項１２に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項１４】
　外科用ロボットシステムであって、
　それぞれがロボットアームに取り付けられた１つ以上のロボット外科用ツールと、
　１つ以上のユーザインターフェース装置であって、各ユーザインターフェース装置は、
　　中心軸の周りに本体表面を有する装置本体と、
　　複数のグリップリンクであって、各グリップリンクが、装置クランク継手において前
記装置本体に枢動可能に連結されたグリップクランクを含む、グリップリンクと、
　　前記装置本体の動きを６つの自由度で追跡し、対応するロボット外科用ツールの空間
動作を制御するための入力姿勢信号を生成するように構成された追跡センサと、
　　前記グリップリンクの動きに応答してグリップ信号を生成するように構成されたグリ
ップリンク変位センサと、
　前記１つ以上のユーザインターフェース装置及び前記１つ以上のロボット外科用ツール
に通信可能に連結され、かつ、前記入力姿勢信号及び前記グリップ信号のうちの少なくと
も１つに基づいて前記ロボット外科用ツールを制御するように構成された１つ以上のプロ
セッサと、を備える、外科用ロボットシステム。
【請求項１５】
　前記グリップクランクに取り付けられたグリップクランク容量感知パッドと、
　前記グリップクランク容量感知パッドの静電容量の変化を検出するために、前記グリッ
プクランク容量感知パッドに電気的に結合されたユーザインターフェース装置プロセッサ
でと、を更に備え、前記ユーザインターフェース装置が、前記グリップクランク容量感知
パッドの前記静電容量の前記変化を検出することに応答して、インターロックオフ信号を
生成するように構成されている、請求項１４に記載の外科用ロボットシステム。
【請求項１６】
　前記装置本体に取り付けられた指クラッチを更に備え、前記指クラッチは、前記中心軸
の周りに延在する導電パッドを含み、前記ユーザインターフェース装置プロセッサは、前
記導電パッドに電気的に結合されて、前記導電パッドの静電容量の変化を検出することに
応答してクラッチ信号を生成し、前記クラッチ信号は、前記入力姿勢信号の変化にかかわ
らず、前記外科用ロボットシステムの１つ以上のアクチュエータの動きを中断する、請求
項１５に記載の外科用ロボットシステム。
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【請求項１７】
　前記１つ以上のユーザインターフェース装置は複数のユーザインターフェース装置であ
り、各ユーザインターフェース装置は、前記外科用ロボットシステムのそれぞれのアクチ
ュエータに連結されたそれぞれのロボット外科用ツールのグリップ動作を制御するための
それぞれのグリップ信号を生成する、請求項１４に記載の外科用ロボットシステム。
【請求項１８】
　ユーザインターフェース装置を使用して外科用ロボットシステム内のロボット外科用ツ
ールを操作するための方法であって、
　６つの自由度の空間内での前記ユーザインターフェース装置の動きを追跡することと、
　前記ロボット外科用ツールの空間動作を制御するための前記ユーザインターフェース装
置の動きを表す入力姿勢信号を生成することと、
　前記ユーザインターフェース装置の１つ以上のグリップリンクの動きを検出することと
、
　前記ロボット外科用ツールのグリップ動作を制御するためのグリップ信号を生成するこ
とと、を含む、方法。
【請求項１９】
　前記外科用ロボットシステムの１つ以上のプロセッサによって、前記ユーザインターフ
ェース装置から前記入力姿勢信号又は前記グリップ信号のうちの１つ以上を受信すること
と、
　前記入力姿勢信号又は前記グリップ信号のうちの少なくとも１つに基づいて、前記ロボ
ット外科用ツールを作動させることと、を更に含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ユーザインターフェース装置のユーザインターフェース装置プロセッサによって、
前記グリップクランクに取り付けられたグリップクランク容量感知パッドの静電容量の変
化を検出することと、
　前記グリップクランク容量感知パッドの前記静電容量の前記変化に応答して、前記ユー
ザインターフェース装置プロセッサによって、インターロックオフ信号を生成することと
、を更に含む、請求項１９に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ロボットシステムに関する実施形態が開示される。より具体的には、外科用ロボットシ
ステム及び対応するユーザインターフェース装置に関する実施形態が開示される。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡手術は、患者の身体を調べて、内視鏡及び他の外科用ツールを使用して体内で手
術を行うことを伴う。例えば、腹腔鏡手術は腹腔鏡を使用して腹腔にアクセスし、これを
見ることができる。内視鏡手術は、手動ツール及び／又は、ロボット支援型ツールを有す
る外科用ロボットシステムを使用して行うことができる。
【０００３】
　外科用ロボットシステムは、手術台に配置されたロボット支援型ツールを制御するため
に、外科医によって遠隔操作されてもよい。外科医は、手術室に配置された、又は異なる
都市に配置されている可能性のあるコンピュータコンソールを使用して、ロボットに命令
して手術台に取り付けられた外科用ツールを操作することができる。ロボット制御された
外科用ツールは、ロボットアームに取り付けられた把持具であり得る。したがって、外科
用ロボットシステムは、ロボット手術中に組織を把持するために遠隔外科医によって制御
され得る。
【０００４】
　外科用ロボットシステムの制御は、外科医からの制御入力を必要とし得る。例えば、外
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科医は、ジョイスティック又はコンピュータマウスなどのユーザ入力装置を手で保持し、
それを操作して、外科用ロボットシステム構成要素、例えば、アクチュエータ、ロボット
アーム、及び／又はロボットシステムの外科用ツールの動作を制御する制御コマンドのた
めの信号を生成する。
【発明の概要】
【０００５】
　既存のユーザ入力装置は、外科用ロボットシステムを制御するために使用されるハンド
コントローラを含む。ハンドコントローラは、外科医が外科用ツールに連結されたアクチ
ュエータの動作を遠隔制御するグリップを含んでもよい。更に、外科医は、グリップのハ
ンドルを操作して、外科用ツールのジョーを制御することができる。しかしながら、既存
のハンドコントローラでは、グリップの回転、転がり、又は捻れなどの正確な指の操作が
可能でない。既存のハンドコントローラは、ジョーのグリップ構成、例えば、ジョーが閉
鎖構成又は開放構成にあるかどうかに関連する触覚フィードバックを外科医に提供しない
。更に、既存のハンドコントローラは、ジョーを定位置にロックすることができず、外科
医がグリップハンドルに一定のグリップ力を加えることを必要とし得る。その結果、既存
のハンドコントローラによって命令される動きの器用さ及び精度が制限される場合があり
、既存のハンドコントローラは、ユーザの疲労を引き起こす可能性がある。
【０００６】
　外科用ロボットシステム内のロボット外科用ツールを操作するためのユーザインターフ
ェース装置が提供され、これは、ロボットアクチュエータ及び／又はロボット外科用ツー
ルの高度に器用で、正確な動きを制御するために使用されるコマンド信号を提供すること
ができる。一実施形態では、ユーザインターフェース装置は、装置本体に連結されたいく
つかの、例えば、少なくとも３つのグリップリンクを含む。各グリップリンクは、装置本
体に枢動可能に連結されたグリップクランクと、装置本体の上を摺動するスライダと、グ
リップクランクとスライダとの間に枢動可能に連結された従動アームと、を含むことがで
きる。したがって、グリップクランクは、装置本体上のスライダの位置を変えるために、
ユーザの指の間で握ることができる。スライダの位置は、グリップリンク変位センサによ
って測定されて、外科用ロボットシステムのロボット外科用ツールのグリップ動作を操作
するためのグリップ信号を生成することができる。ユーザインターフェース装置はまた、
装置本体の動きに応答して、空間状態信号、例えば、入力姿勢信号を生成するために使用
される、例えば、６つの自由度の電磁トラッカのような追跡センサを（例えば、その装置
本体上に）含むことができる。空間状態信号は、外科用ロボットシステムのアクチュエー
タ又はロボット外科用ツールの空間運動を制御するために、１つ以上のプロセッサによっ
て使用することができる。したがって、ユーザインターフェース装置は、ロボットアクチ
ュエータ及び／又はロボット外科用ツールの高度に器用で、正確な動きを制御するために
使用することができる。
【０００７】
　一実施形態では、グリップリンクを有するユーザインターフェース装置は、双安定ラッ
チ機構を含む。双安定ラッチ機構は、グリップリンクが完全に内側に締め付けられると、
グリップリンクを閉位置に保持することができる。グリップリンクが閉位置になったら、
グリップリンクを再び内側に締め付けることによって、グリップリンクは、閉位置から解
放され、開位置まで外側に延在することができる。双安定ラッチ機構は、ユーザがユーザ
インターフェース装置を常に握る必要なしに、ロボット外科用ツールの把持具を完全な閉
位置に維持することを可能にする。したがって、ユーザインターフェース装置に組み込ま
れる双安定ラッチ機構は、操作者が手の疲労を経験する可能性を低減する。
【０００８】
　上記の概要は、本発明の全ての態様の網羅的なリストを含まない。本発明は、上記に要
約された様々な態様の全ての好適な組み合わせから実施することができる全てのシステム
及び方法、並びに以下の詳細な説明に開示されているもの、特に出願と共に提出された特
許請求の範囲において特に指摘されているものを含む、ことが企図されている。このよう
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な組み合わせは、上記の概要に具体的に記載されていない特定の利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明の実施形態は、添付図面の図に例として図示されているのであって、限定として
図示されているのではなく、また添付図面では同様の参照符号が類似の要素を示す。なお
、本開示における本発明の「一（ａｎ）」又は「１つの（ｏｎｅ）」実施形態への言及は
、必ずしも同じ実施形態ではなく、それらは少なくとも１つの実施形態を意味するものと
する。また、簡潔さ及び図面の総数を減らす目的で、所与の図を使用して本発明の複数の
実施形態の特徴を例示することができ、図中の全ての要素が所与の実施形態に必要とされ
ない場合がある。
【００１０】
【図１】一実施形態による、手術領域内の例示的な外科用ロボットシステムの図である。
【００１１】
【図２】一実施形態による、開放構成のユーザインターフェース装置の斜視図である。
【００１２】
【図３】一実施形態による、開放構成のユーザインターフェース装置の側面図である。
【００１３】
【図４】一実施形態による、開放構成のユーザインターフェース装置の端面図である。
【００１４】
【図５】一実施形態による、開放構成のユーザインターフェース装置の、図４の線５－５
で取った断面図である。
【００１５】
【図６】一実施形態による、閉鎖構成のユーザインターフェース装置の斜視図である。
【００１６】
【図７】一実施形態による、ユーザインターフェース装置の双安定ラッチ機構の斜視図で
ある。
【００１７】
【図８】一実施形態による、ユーザインターフェース装置のいくつかのタッチ感知面の側
面図である。
【００１８】
【図９】一実施形態による、閉鎖構成のユーザインターフェース装置の、図６の線９－９
で取った断面図である。
【００１９】
【図１０】一実施形態による、ユーザインターフェース装置を使用して外科用ロボットシ
ステムを制御する方法のフローチャートである。
【００２０】
【図１１】一実施形態による、ユーザインターフェース装置を使用して外科用ロボットシ
ステムを制御する方法のフローチャートである。
【００２１】
【図１２】一実施形態による、外科用ロボットシステムのコンピュータ部分のブロック図
である。
【００２２】
【図１３】一実施形態による、開放構成で手持ちされているユーザインターフェース装置
の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　実施形態は、ロボットシステムを制御するために使用されるコマンド信号を提供するた
めのユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）を説明する。ロボットシステムは、外科用ロ
ボットシステムであり得る。ただし、ＵＩＤ信号は、インターベンショナル心臓システム
、視覚システム、又は航空機システムなどの他のシステムを制御するために使用されても
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よい。
【００２４】
　様々な実施形態では、説明は図面を参照して行われる。しかしながら、特定の実施形態
は、これらの具体的な詳細のうちの１つ以上を伴わずに、又は他の既知の方法及び構成と
組み合わせて実施されてもよい。以下の説明では、実施形態の完全な理解を提供するため
に、特定の構成、寸法、及びプロセスなど、多数の具体的な詳細が記載される。他の例で
は、説明を不必要に不明瞭にしないために、周知のプロセス及び製造技術は、特に詳細に
説明されていない。本明細書全体を通して、「一実施形態」、「実施形態」などへの言及
は、記載される特定の特徴、構造、構成、又は特性が少なくとも１つの実施形態に含まれ
ることを意味する。したがって、本明細書全体の様々な場所での「一実施形態」、「実施
形態」などの句の出現は、必ずしも同じ実施形態を指すものではない。更に、特定の特徴
、構造、構成、又は特性は、１つ以上の実施形態において任意の好適な方法で組み合わさ
れてもよい。
【００２５】
　本明細書における相対用語の使用は、相対的な位置又は方向を示し得る。例えば、「遠
位」は、基準点から離れた、例えば、ユーザから離れた第１の方向を示し得る。同様に、
「近位」は、第１の方向とは反対の第２の方向、例えば、ユーザに向かう位置を示し得る
。しかしながら、このような用語は、相対的な基準フレームを確立するために提供され、
ＵＩＤの使用又は向きを、以下の様々な実施形態で説明される特定の構成に限定すること
を意図するものではない。
【００２６】
　一態様では、外科用ロボットシステム内のロボット外科用ツールを操作するためのＵＩ
Ｄは、外科用ロボットシステムのロボット外科用ツールの非常に器用で正確な動きを提供
するために指で保持及び操作され得るいくつかのグリップリンクを含む。グリップリンク
は、ロボット外科用ツールを動かすアクチュエータの動きを制御するために使用される入
力信号を生成するための追跡センサを含む装置本体に取り付けることができる。グリップ
リンクは、開位置と閉位置との間で握ることができ、ロボット外科用ツールは、対応する
動きをすることができる。例えば、ロボット外科用ツールは把持具を含むことができ、把
持具のジョーは、組織を把持するために開位置と閉位置との間を動くことができる。閉位
置では、グリップリンクは、ラッチ位置に係止することができるので、ユーザがグリップ
リンクを連続的に握る必要なしに、把持具のジョーを閉じたままにすることができる。し
たがって、ＵＩＤは、ロボット外科用ツールの高度に器用で正確な制御を提供するために
使用することができる。
【００２７】
　図１を参照すると、これは、手術領域内の例示的な外科用ロボットシステム１００の図
である。ロボットシステム１００は、ユーザコンソール１２０、管制塔１３０、及び例え
ば台、ベッドなどの外科用ロボットプラットフォーム１１１に１つ以上の外科用ロボット
アーム１１２を含む。システム１００は、患者１０２の手術を行うために使用される任意
の数の装置、ツール、又は付属品を組み込むことができる。例えば、システム１００は、
手術を行うために使用される１つ以上の外科用ツール１０４を含んでもよい。外科用ツー
ル１０４は、外科手術を実行するために外科用アーム１１２の遠位端に取り付けられたエ
ンドエフェクタであってもよい。
【００２８】
　各外科用ツール１０４は、手術中に手動で、ロボットによって、又はその両方で操作さ
れてもよい。例えば、外科用ツール１０４は、患者１０２の内部解剖学的構造に入り、見
て、又は操作するために使用されるツールであってもよい。一実施形態では、外科用ツー
ル１０４は、患者１０２の組織を把持することができる把持具である。外科用ツール１０
４は、ベッドサイドの操作者１０６によって手動で取り扱うことができ、又は、それが取
り付けられている外科用ロボットアーム１１２の作動運動によってロボット制御されても
よい。ロボットアーム１１２は台搭載システムとして示されるが、その他の構成では、ア
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ーム１１２は、カート、天井、若しくは側壁、又はその他の好適な構造的支持体に、取り
付けられてもよい。
【００２９】
　一般的に、外科医又はその他の操作者などの遠隔操作者１０７は、ユーザコンソール１
２０を使用して、アーム１１２及び／又は外科用ツール１０４を、例えばテレオペレーシ
ョンで遠隔操作してもよい。ユーザコンソール１２０は、図１に示されるように、システ
ム１００の残りの部分と同じ手術室内に配置されてもよい。他の実施形態では、ユーザコ
ンソール１２０は、隣接する部屋又は付近の部屋に配置されていてもよく、又は異なる建
物、都市又は国など、離れた場所にあってもよい。ユーザコンソール１２０は、座席１２
２と、足踏み式制御部１２４と、１つ以上の手持ち式ユーザインターフェース装置と、Ｕ
ＩＤ１２６と、例えば患者１０２の体内の手術部位の像を表示するように構成された少な
くとも１つのユーザディスプレイ１２８と、を備えている。例示的なユーザコンソール１
２０では、遠隔操作者１０７は、アーム１１２を遠隔制御し、（アーム１１２の遠位端に
装着されている）外科用ツール１０４を操作するために、足踏み式制御部１２４及び手持
ち式ＵＩＤ１２６を操作しながら、座席１２２に座ってユーザディスプレイ１２８を見て
いる。足踏み式制御部（単数又は複数）１２４は、作動時に動作制御信号を生成する７つ
のペダルなどの足ペダルであり得る。ユーザコンソール１２０は、ユーザコンソール１２
０又は外科用ロボットシステム１００の操作を制御するための手動入力を受信するための
、キーボード又はジョイスティックなどの１つ以上の追加のインターフェース装置（図１
２）を含んでもよい。
【００３０】
　いくつかの変形例では、ベッドサイドの操作者１０６は、システム１００を「ベッド上
」モードで操作することもでき、このモードではベッドサイドの操作者１０６（ユーザ）
は、患者１０２の側にいて、ロボット駆動型ツール（アーム１１２に取り付けられたエン
ドエフェクタ）を、例えば片手で保持された手持ち式ＵＩＤ１２６及び手動腹腔鏡ツール
と同時に操作する。例えば、ベッドサイドの操作者の左手は、手持ち式ＵＩＤ１２６を操
作してロボット構成要素を制御してもよく、一方で、ベッドサイドの操作者の右手は、手
動腹腔鏡ツールを操作してもよい。したがって、これらの変形例では、ベッドサイドの操
作者１０６は、ロボット支援型低侵襲手術及び手動腹腔鏡手術の両方を患者１０２に行う
ことができる。
【００３１】
　例示的な処置（手術）の間、患者１０２は、麻酔を達成するために、無菌的な方法で準
備され、覆われる。手術部位への初期アクセスは、（手術部位へのアクセスを促進するた
めに）、ロボットシステム１００のアームが収納配置又は引き込み配置にある間に手動で
実施され得る。一度アクセスが完了すると、そのアーム１１２を含むロボットシステムの
初期位置決め又は準備が行われてもよい。次に、手術は、ユーザコンソール１２０におい
て遠隔操作者１０７が、足踏み式制御部１２４及びＵＩＤ１２２を利用して、様々なエン
ドエフェクタ及びおそらくは画像化システムを操作して手術を実行するように進行する。
手動支援はまた、無菌ガウンを着用したベッドサイド職員、例えば、組織の拡張、手動再
配置の実行、及びロボットアーム１１２の１つ以上でのツール交換などのタスクを実行し
得るベッドサイドの操作者１０６によって、処置ベッド又は台において提供されてもよい
。また、滅菌されていない職員は、ユーザコンソール１２０で遠隔操作者１０７を補助す
るために存在していてもよい。処置又は外科手術が完了したとき、システム１００及び／
又はユーザコンソール１２０は、洗浄又は滅菌、並びに、ユーザコンソール１２０を介し
た健康管理記録の登録又は印刷のような、手術後手順を促進するように構成されてもよい
、又は促進する状態に設定されてもよい。
【００３２】
　一実施形態では、遠隔操作者１０７は、ロボットシステム１００内のロボットアームア
クチュエータ１１４を動かすための入力コマンドを提供するように、ＵＩＤ１２６を保持
及び移動させる。ＵＩＤ１２６は、例えば、コンソールコンピュータシステム１１０を介
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して、ロボットシステム１００の残りの部分に通信可能に連結されてもよい。ＵＩＤ１２
６は、ＵＩＤ１２６の動き、例えば、ＵＩＤのハンドヘルドハウジングの位置及び向きに
対応する空間状態信号を生成することができ、空間状態信号は、ロボットアーム又はツー
ルアクチュエータ１１４の動作を制御するために使用される入力信号であってもよい。例
えば、追跡センサは、対応する外科用ツールの空間運動を制御するための入力姿勢信号を
生成することができる。ロボットシステム１００は、空間状態信号から導出された制御信
号を使用して、アクチュエータ１１４の比例運動を制御することができる。一実施形態で
は、１つ以上のプロセッサ、例えば、コンソールコンピュータシステム１１０のコンソー
ルプロセッサは、空間状態信号を受信し、対応する制御信号を生成する。アーム１１２の
セグメント又はリンクを動かすためのアクチュエータ１１４の通電方法を制御するこれら
の制御信号に基づいて、アームに取り付けられた対応する外科用ツールの動きは、ＵＩＤ
１２６の動きを模倣してもよい。同様に、遠隔操作者１０７とＵＩＤ１２６との間の相互
作用は、例えば、外科用ツールの把持具のジョーを閉じて患者１０２の組織を把持させる
グリップ制御信号を生成することができる。例えば、１つ以上のプロセッサは、以下に説
明するように、入力姿勢信号及びグリップ信号のうちの少なくとも１つに基づいて外科用
ツールを制御するように構成され得る。
【００３３】
　あるいは、ＵＩＤ１２６の動作は、外科用ロボットシステム１００の他の態様を制御す
るために提供されてもよい。例えば、指クラッチによって検出されたジェスチャは、アク
チュエータ１１４及び対応する外科用ツール１０４の動作を停止するためのクラッチ信号
を生成することができる。例えば、ユーザが指でＵＩＤ１２６の指クラッチに触れると、
指クラッチはクラッチ信号を生成してもよく、クラッチ信号は、アクチュエータ１１４の
動作を一時停止するための入力信号であってもよい。同様に、１つ以上の容量感知パッド
をＵＩＤ１２６に配置することができ、ユーザは、診断、外科、腹腔鏡、又は低侵襲外科
処置、若しくは別のロボット処置を実行している間に、容量感知パッドに触れて、内視鏡
のカメラビュー、ユーザコンソール１２０のディスプレイ上のカーソルなどを制御するこ
とができる。
【００３４】
　外科用ロボットシステム１００はいくつかのＵＩＤ１２６を含んでもよく、それぞれの
アーム１１２のアクチュエータ及び外科用ツール（エンドエフェクタ）を制御する各ＵＩ
Ｄに対してそれぞれの制御信号が生成される。例えば、遠隔操作者１０７は、第１のＵＩ
Ｄ１２６を動かして、左ロボットアーム内にあるアクチュエータ１１４の動作を制御する
ことができ、アクチュエータは、そのアーム１１２内のリンク、ギアなどを動かすことに
よって応答する。同様に、遠隔操作者１０７による第２のＵＩＤ１２６の動きは、別のア
クチュエータ１１４の動作を制御し、これは次にロボットシステム１００の他のリンク、
ギアなどを動かす。ロボットシステム１００は、患者の右側のベッド又は台に固定されて
いる右のアーム１１２と、患者の左側にある左のアーム１１２と、を含んでもよい。アク
チュエータ１１４は、例えば、患者に対する、アームに取り付けられた外科用ツールの内
視鏡又は把持具の向きを変えるために、アーム１１２の継手の回転を駆動するように制御
される１つ以上のモータを含んでもよい。同じアーム１１２内のいくつかのアクチュエー
タ１１４の動作は、特定のＵＩＤ１２６から生成された空間状態信号によって制御するこ
とができる。ＵＩＤ１２６はまた、それぞれの外科用ツール把持具の動作を制御すること
ができる。例えば、各ＵＩＤ１２６は、アクチュエータ、例えば、線形アクチュエータの
動作を制御するためのそれぞれのグリップ信号を生成することができ、これは、患者１０
２内の組織を把持するために、外科用ツールの遠位端で把持具の顎を開閉する。
【００３５】
　いくつかの態様では、プラットフォーム１１１とユーザコンソール１２０との間の通信
は、管制塔１３０を介してもよく、管制塔１３０は、ユーザコンソール１２０から（より
具体的には、コンソールコンピュータシステム１１０から）受信されたユーザコマンドを
、ロボットプラットフォーム１１１上のアーム１１２に送信されるロボット制御コマンド



(10) JP 2021-529014 A 2021.10.28

10

20

30

40

50

に変換することができる。管制塔１３０はまた、プラットフォーム１１１からユーザコン
ソール１２０へと、状態及びフィードバックを送信して戻してよい。ロボットプラットフ
ォーム１１１、ユーザコンソール１２０、及び管制塔１３０との間の通信接続は、種々の
データ通信プロトコルの任意の好適なものを使用する、無線リンクを介するものであって
よい。オプションで、任意の有線接続は、手術室の床及び／若しくは壁、又は天井に組み
込んでよい。ロボットシステム１００は、手術室内の表示並びにインターネット又はその
他のネットワークを介してアクセス可能な遠隔表示を含む、１つ以上の表示へと、映像出
力を提供してよい。ビデオ出力又はビデオフィードは、プライバシーを確保するために暗
号化されてもよく、ビデオ出力の全て又は一部が、サーバ又は電子健康管理記録システム
に保存されてもよい。
【００３６】
　図１の手術室シーンは例示的であり、特定の医療行為を正確に表していない場合がある
ことが理解されるであろう。
【００３７】
　図２を参照すると、一実施形態による、開放構成のユーザインターフェース装置の斜視
図が示されている。ＵＩＤ１２６は、ユーザ、例えば遠隔操作者１０７によって保持され
る把持構造体を含むことができる。例えば、ＵＩＤ１２６は、中央に配置された装置本体
２０４から外側に延在するいくつかのグリップリンク２０２を含んでもよい。ユーザは、
いくつかの指の間にグリップリンク２０２の一部分を保持し、作業スペース内でＵＩＤ１
２６を動かすことができる。作業スペースは、ユーザの手の届く範囲であってもよい。
【００３８】
　一実施形態では、装置本体２０４は、中心軸２０６に沿って長手方向に延在する。例え
ば、装置本体２０４は、ユーザがグリップリンクを保持しているときに、通常はユーザ１
０７の手の中に包まれる近位端２０８から長手方向に延在してもよい。装置本体２０４は
、前向きの表面を有する遠位端２１０まで延在してもよい。装置本体２０４は、いくつか
の部分に分割することができる。装置本体２０４の遠位部分は、中心軸２０６の周りに延
在する外面を有する装置ヘッド２１２を含み得る。装置ヘッド２１２の外面は、円筒形で
あってもよく、空洞を取り囲むことができる。装置ヘッド２１２内の空洞は、ＵＩＤ１２
６の動きを追跡するために使用される追跡センサ２１４を受容することができる。より具
体的には、追跡センサ２１４は、装置本体２０４内に取り付けられてもよい。追跡センサ
２１４は、装置ヘッド２１２に固定することができ、したがって、追跡センサ２１４は、
装置ヘッド２１２と同じ動きを経験することができる。
【００３９】
　後述するように、追跡センサ２１４は、ＵＩＤ１２６の装置本体の動きを追跡し、外科
用ツールの動作を制御するための入力空間状態信号を生成するように構成することができ
る。入力空間状態信号は、装置本体２０４の動きに応答して生成され得る。追跡センサ２
１４は、ユーザ１０７がＵＩＤ１２６を動かすときに、装置本体２０４の位置及び／又は
向きを検出することができ、検出された位置及び／又は向きは、外科用ロボットシステム
１００の制御に相関させることができる。例えば、追跡センサ２１４は、作業スペース内
の装置本体２０４の、いくつかの自由度での動作、例えば、１つ以上の方向への並進、１
つ以上の軸の周りでの回転、又は１つ以上の軸に対する傾きを検出してもよい。追跡セン
サ２１４は、加速度計及び／又はジャイロスコープ又は他の慣性センサを含んでもよい。
追跡センサ２１４は、６つの自由度の位置センサを含んでもよい。例えば、位置センサは
、周囲の磁場に応答するパラメータを有し、かつセンサの位置又は向きを決定するために
例えば追跡システムによって測定可能なパラメータを有する、例えばコイルなどの構成要
素を含む電磁追跡センサであり得る。追跡センサ２１４は、センサの位置又は向きを決定
するために画像内で識別可能なマーカパターンを有する光学追跡構成要素を含んでもよい
。追跡システムは、ユーザコンソール１２０に組み込まれてもよく、有線又は無線リンク
によって追跡センサ２１４に接続されてもよい。作業スペース内のＵＩＤ１２６の検出さ
れた運動は、エンドエフェクタ又はツールのグリップ動作又は把持動作などの、対応する
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運動、例えば、外科用ロボットシステム１００の、把持具の把持運動又はジョーの把持運
動などの、対応する運動を引き起こすことができる。
【００４０】
　外科用ツール１０４及び／又はアーム１１２を制御するために遠隔操作者１０７によっ
て取り扱われるＵＩＤ１２６は、人間工学的であり得る。例えば、ＵＩＤ１２６は、互い
に角度をなして中心軸２０６から径方向外側に延在する、いくつかの、例えば、少なくと
も３つのグリップリンク２０２を含むことができる。したがって、ユーザ１０７は、伸ば
された親指、人差し指、及び中指の間でグリップリンク２０２を快適に保持することがで
きる。各グリップリンクは、ユーザ１０７の指によって押される外側グリップ面を有する
グリップクランク２１６を含むことができる。グリップクランク２１６は、対応する枢軸
（図５）で装置本体２０４に枢動可能に連結されてもよく、これにより、ユーザ１０７の
指によってグリップクランク２１６に加えられる圧力は、グリップクランク２１６を装置
本体２０４に向かって径方向内側に動かすことができる。例えば、グリップリンク２０２
は、近位端２０８の近くで装置本体２０４に接続され得る。
【００４１】
　グリップクランク２１６の動きは、グリップリンク２０２の他の構成要素の動きを引き
起こし得る。各グリップリンク２０２は、スライダクランク機構であってもよく、グリッ
プリンク２０２は、装置本体２０４に連結された接地（グリップクランク２１６の枢軸）
を有し得る。各グリップリンク２０２は、対応する枢軸においてグリップクランク２１６
に枢動可能に連結された従動アーム２１８を含み得る。更に、従動アーム２１８は、グリ
ップクランク２１６からスライダ２２０まで径方向内側に延在することができる。従動ア
ーム２１８は、対応する枢動継手においてスライダ２２０に枢動可能に連結され得る。グ
リップクランク２１６は、ピボット継手で装置本体２０４に接地されてもよいが、スライ
ダ２２０は、装置本体２０４に摺動可能に連結されてもよい。
【００４２】
　図３を参照すると、一実施形態による、開放構成のユーザインターフェース装置の側面
図が示されている。スライダ２２０は、装置本体２０４のシャフト部分に摺動可能に連結
されてもよい。シャフト部分は、本体表面３０２を含むことができ、スライダ２２０は本
体表面３０２に取り付けられてもよい。例として、スライダ２２０は、本体表面３０２の
外形よりわずかに大きい断面輪郭を含む内側チャネルを有するカラーであってもよい。カ
ラーは、スライダ本体の継手においてスライダ２２０を装置本体２０４に接続するために
、本体表面３０２上に摺動嵌合を有してもよい。したがって、スライダ２２０は、装置本
体２０４の遠位端２１０と近位端２０８との間で中心軸２０６に沿って動くことができる
。
【００４３】
　グリップリンク２０２は、同じスライダ２２０を共有することができる。例えば、グリ
ップ機構は、３つ以上の相互接続されたグリップリンク２０２のアレイを有してもよい。
相互接続されたグリップリンク２０２は、それぞれの接地において装置本体２０４に接続
されたそれぞれのグリップクランク２１６を有することができ、グリップリンク２０２は
、同じスライダ２２０に接続されたそれぞれの従動アーム２１８を有することができる。
したがって、グリップクランク２１６のうちの１つが装置本体２０４に向かって径方向内
側に動くと、対応するグリップリンク２０２は、スライダ２２０を遠位に押して、他のグ
リップクランク２１６を装置本体２０４に向かって引っ張ることができる。すなわち、グ
リップリンク２０２は、任意の１つのグリップクランク２１６の作動が、グリップクラン
ク２１６の全ての作動及びスライダ２２０の対応する動きをもたらすように相互接続され
てもよい。
【００４４】
　スライダ２２０の動作は、バイアス要素３０４によって抵抗されてもよい。バイアス要
素３０４は、互いに対して動くことができる第１の端部３０６及び第２の端部３０８を有
することができる。バイアス要素は、受動的又は能動的要素とすることができる。例えば
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、バイアス要素３０４は、互いに対して動く端部を有する戻りばねなどの受動的要素であ
ってもよい。戻りばねは、ばねの取り付け位置に応じて圧縮ばね又は引張ばねであり得る
。例えば、戻りばねの端部は、互いに向かって（例えば、圧縮ばねの場合にばねがエネル
ギーを蓄えているとき、又は引張ばねの場合にばねがエネルギーを放出しているとき）、
及び互いから離れて（例えば、圧縮ばねの場合にばねがエネルギーを放出しているとき、
又は引張ばねの場合にばねがエネルギーを蓄えているとき）動くことができる。戻りばね
は、装置本体２０４とスライダ２２０との間で予荷重をかけられ得る。例えば、バイアス
要素３０４の第１の端部３０６は、装置ヘッド２１２の近位面に押し付けられてもよく、
又は別の方法で接続されてもよく、第２の端部３０８は、スライダ２２０の遠位面に押し
付けられてもよく、又は別の方法で接続されてもよい。バイアス要素３０４は、スライダ
２２０を第１の端部３０６に向かって、及び／又は第１の端部３０６から離れるように動
かすことができる。例えば、バイアス要素３０４が圧縮ばねであり、ユーザ１０７がグリ
ップクランク２１６を閉位置まで握ったとき、ユーザ１０７がグリップクランク２１６を
介抱すると、バイアス要素３０４は、拡張してスライダ２２０を近位に押し、グリップク
ランク２１６を開位置に向かって径方向外向きに押し進めることができる。同様に、バイ
アス要素３０４がスライダ２２０の近位面と近位端２０８との間に取り付けられた引張ば
ねであるとき、バイアス要素３０４は、グリップリンク２０２の閉鎖構成における移動終
了位置から、グリップリンク２０２の開放構成における開位置までスライダ２２０を引っ
張ることができる。より具体的には、ユーザ１０７がグリップクランク２１６を閉位置か
ら解放すると、バイアス要素３０４は、スライダ２２０及びグリップリンク２０２を開位
置に押し進めることができる。
【００４５】
　一実施形態では、バイアス要素３０４は、装置本体２０４に接続された第１の端部３０
６及びスライダ２２０に接続された第２の端部３０８を有する線形アクチュエータなどの
能動的要素である。線形アクチュエータは、ＵＩＤ１２６のコアに取り付けられたリニア
モータを含むことができる。リニアモータは、スライダ２２０を装置ヘッド２１２に対し
て遠位及び近位に動かすために、第１の端部３０６及び第２の端部３０８を、互いに向か
って又は互いから離れるように駆動することができる。戻りばねに関して上述したように
、線形アクチュエータは、ユーザ１０７がグリップクランク２１６を閉位置から解放する
ときに、スライダ２２０及びグリップリンク２０２を開位置に向かって動かすために、ス
ライダ２２０に復元力を及ぼすことができる。更に、線形アクチュエータは、ユーザ１０
７に力フィードバックを提供することができる。ユーザに提供される力フィードバック又
は動きは、標的組織部位に加えられるグリップ力に対応する触覚フィードバック機構、例
えば触覚フィードバックであり得る。スライダ２２０に対して駆動することにより、線形
アクチュエータは、グリップクランク２１６が何かを握っているという感覚をユーザ１０
７に与えることができる。より具体的には、線形アクチュエータは、ユーザが例えば鉗子
で患者１０２の組織を手動で握った場合にユーザ１０７が感じる抵抗をシミュレートする
抵抗力を提供することができる。線形アクチュエータは、ユーザによって組織に加えられ
る力の量を示すために、ある量の力でグリップクランク２１６をユーザの指に対して駆動
することができる。したがって、ユーザ１０７は、グリップリンク２０２を介して線形ア
クチュエータによってユーザの指に加えられる反力に基づいて、器具が組織に加えている
力の量を知ることができる。
【００４６】
　図４を参照すると、一実施形態による、開放構成のユーザインターフェース装置の端面
図が示されている。各グリップクランク２１６は、装置本体２０４から、それぞれの平面
４０２に沿って延在し得る。平面４０２は長手方向に延在し、中心軸２０６に平行な線に
沿って交差することができる。例えば、平面４０２は、中心軸２０６に沿って交差しても
よい。一実施形態では、グリップリンク２０２は、中心軸２０６を中心として回転対称で
ある。したがって、平面４０２は、中心軸２０６を中心に等角であり得る。例として、図
４に示されるように、ＵＩＤ１２６が６つのグリップリンク２０２の円形アレイを含む場
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合、グリップリンク２０２は、６０度の角度で互いから周方向に分離された６つの平面４
０２に沿って分散されてもよい。したがって、グリップ構造体は、中心軸２０６に対して
径方向に対称な機構である。
【００４７】
　ＵＩＤ１２６のグリップリンク２０２は、対称セットに分割されてもよい。一実施形態
では、グリップ構造体は、中心軸２０６の周りに均一に分散されたグリップリンクの第１
のセット４０４を含む。より具体的には、グリップリンクの第１のセット４０４は、３つ
以上のグリップリンク２０２の第１の円形アレイであってもよい。第１のセットが３つの
グリップリンク２０２を含むとき、各グリップリンク２０２のそれぞれのグリップクラン
ク２１６は、他の平面４０２から１２０度離れているそれぞれの平面４０２に沿って延在
してもよい。ＵＩＤ１２６は、グリップリンクの第２のセット４０６を含むことができる
。グリップリンクの第２のセット４０６は、中心軸２０６の周りに均一に分散され得る。
グリップリンクの第２のセット４０６は、３つ以上のグリップリンク２０２の第２の円形
アレイであってもよく、第２の円形アレイは、グリップリンクの第１のセット４０４の第
１の円形アレイと比較すると、中心軸２０６に対して交互に配置され得る。より具体的に
は、第２のセットの各グリップクランク２１６は、第１のセットの一対の隣接するグリッ
プクランク２１６の間に延在してもよい。したがって、第２のセット４０６は、グリップ
リンクの第１のセット４０４のそれぞれの平面４０２の間で装置本体２０４から延在する
少なくとも１つのグリップクランク２１６を含む。以下に記載されるように、グリップリ
ンクの各セットは、外科用ロボットシステム１００の異なる非グリップ機能を制御するた
めに使用される信号を生成することができる。それにもかかわらず、セットは、ユーザ１
０７がグリップクランク２１６のいずれかを握ったときに、外科用ロボットシステム１０
０のグリップ機能を制御するための信号を生成するために一斉に開閉してもよい。つまり
、ユーザ１０７がグリップクランク２１６を握ると、グリップリンク２０２は、閉位置に
向かって動くことができ、中心軸２０６に沿ったスライダ２２０の位置が変わり可能性が
ある。スライダ位置の変化は、グリッパ制御信号の対応する出力を引き起こすための入力
として検出されてもよい。
【００４８】
　図５を参照すると、一実施形態による、開放構成のユーザインターフェース装置の、図
３の線５－５について取った断面図が示されている。ＵＩＤ１２６の各グリップリンク２
０２は、共通のスライダ２２０によって相互接続されたスライダクランク機構であり得る
。上述したように、グリップクランク２１６は、装置クランク継手５０２において近位端
２０８付近の装置本体２０４に接続されてもよい。装置クランク継手５０２は、グリップ
クランク２１６が中心軸２０６に対して径方向内側及び径方向外側に枢動することを可能
にするために、単一の自由度（枢軸を中心とする回転）を有する回転継手５０４であって
もよい。従動アーム２１８は、グリップクランク２１６とスライダ２２０との間を橋渡し
することができる。より具体的には、従動アーム２１８は、従動クランク継手５０６にお
いてグリップクランク２１６に接続されてもよく、従動アーム２１８は、従動スライダ継
手５０８においてスライダ２２０に接続されてもよい。装置クランク継手５０２のように
、従動クランク継手５０６及び従動スライダ継手５０８は、従動アーム２１８が中心軸２
０６に対して枢動及び角度変更できるように、回転継手５０４であり得る。例えば、従動
アーム２１８が中心軸２０６に対してより平行な向きに枢動すると、スライダ２２０は、
装置本体２０４の本体表面３０２に沿って遠位に前進してもよい。対照的に、従動アーム
２１８が中心軸とアーム２１８の長さとの間の角度を増加させる向きに枢動すると、スラ
イダ２２０は、本体表面３０２に沿って近位に前進してもよい。
【００４９】
　本体表面３０２は、装置シャフト５１６の外面であってもよい。装置シャフト５１６は
、装置ヘッド２１２と近位端２０８との間に延在する装置本体２０４の円筒形シャフト部
分であり得る。装置シャフト５１６は、中心軸２０６に沿って延在することができ、した
がって、本体表面３０２は、中心軸２０６の周りに延在してもよい。スライダ２２０は、
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中心軸２０６の周りに延在するカラーを含んでもよい。スライダ２２０と本体表面３０２
との間の境界は、プリズム継手５１４とすることができる。より具体的には、スライダ２
２０は、スライダ本体継手５１２において本体表面３０２に接続されてもよく、スライダ
本体継手５１２は、プリズム継手５１４であってもよい。中心軸２０６を中心としたスラ
イダ２２０の回転は、従動アーム２１８によって制約を受けてもよく、したがって、スラ
イダ２２０は、中心軸２０６に沿って単一の自由度（軸方向）を有し得る。
【００５０】
　中心軸２０６に沿ったスライダ２２０の変位を監視することができる。一実施形態では
、ＵＩＤ１２６は、グリップリンク変位センサ５１８を含む。変位センサ５１８は、本体
表面３０２上のスライダ２２０の位置又は動きを検出及び／又は測定する変位検出センサ
とすることができる。例えば、グリップリンク変位センサ５１８は、スライダ２２０の遠
位面に向かって放射エネルギーを放射する光学変位センサであってもよい。グリップリン
ク変位センサ５１８は、遠位表面から反射されたエネルギーを検出することができる。セ
ンサは、受信されたエネルギーに基づいて、スライダ２２０の遠位面と装置ヘッド２１２
との間の長手方向距離を決定することができる。より具体的には、グリップリンク変位セ
ンサ５１８は、光学的感知技術を使用して、本体表面３０２上のスライダ２２０の軸方向
位置を決定することができる。他のセンサタイプを使用して、装置シャフト５１６上のス
ライダ２２０の軸方向位置を決定することができる。グリップリンク変位センサ５１８は
、スライダ２２０の変位又は位置に基づいて出力信号を生成するように構成されてもよい
。出力信号はグリップ信号と呼ばれることがあり、スライダ２２０の動きがグリップクラ
ンク２１６の動きに対応することを前提として、グリップ信号は、グリップリンク２０２
の動きに応答して生成されてもよい。したがって、ユーザ１０７がグリップリンク２０２
を握ると、グリップ信号が生成され、外科用ツール１０４の一部分、例えば把持具のジョ
ーの動きを制御するために、グリップ信号が生成され、外科用ロボットシステム１０１に
出力され得る。グリップリンク変位センサ５１８は、装置本体２０４内に取り付けられた
他の電子機器に電気的に接続されてもよい。例えば、装置本体２０４内の電源は、グリッ
プリンク変位センサ５１８に電力を供給することができる。同様に、グリップリンク変位
センサ５１８は、装置本体２０４内に取り付けられたＵＩＤプロセッサ５２０にデータを
通信することができる。ＵＩＤプロセッサ５２０は、センサデータを処理し、対応する信
号、例えばグリップ信号を、コンピュータシステム１１０に通信することができる。
【００５１】
　ＵＩＤ１２６は、ＵＩＤプロセッサ５２０を含む様々な電子機器を受容するための内部
容積を含んでもよい。ＵＩＤプロセッサ５２０は、容量センサとインターフェース接続す
るために使用される感知増幅器回路及びアナログデジタル変換回路、並びにプログラム可
能な論理又はプログラム可能なデジタルプロセッサを含む論理回路を含む、アナログ信号
処理及びデジタル信号処理用の回路を包含してもよい。ＵＩＤプロセッサ５２０は、ＵＩ
Ｄプロセッサ５２０を、デバイスセンサ、例えば、追跡センサ２１４又はグリップリンク
変位センサ５１８に接続するための様々なセンサ端子を有するプリント回路基板上に取り
付けられ得る。電池は、プリント回路基板上に取り付けられて、ＵＩＤ１２６の電子部品
に電力を供給することができる。電線（図示せず）は、ＵＩＤ１２６の各構成要素の中央
ボアを通って中心軸２０６に沿って延在して、ＵＩＤプロセッサ５２０に接続することが
できる。例えば、電線は、中心軸２０６に沿って、追跡センサ２１４又はグリップリンク
変位センサ５１８から装置シャフト５１６及び装置ヘッド２１２を通って延在して、ＵＩ
Ｄプロセッサ５２０又はプリント回路基板上の端子に取り付けることができる。ＵＩＤプ
ロセッサ５２０は、他のセンサ、例えば、導電パッド又は指クラッチ（図８）に電気的に
接続されてもよい。電線は、接地端子と比較することができる、静電容量信号をＵＩＤプ
ロセッサ５２０に伝導してもよい。接地端子は、ＵＩＤプロセッサ５２０又はプリント回
路基板上にあってもよい。したがって、ＵＩＤプロセッサ５２０は、以下に説明する機能
をトリガするために、導電パッド又は指クラッチの静電容量の変化を検出するように構成
されてもよい。
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【００５２】
　図６を参照すると、一実施形態による、閉鎖構成のユーザインターフェース装置の斜視
図が示されている。ユーザ１０７がグリップクランク２１６を閉位置に握ると、グリップ
クランク２１６の横方向に面する表面は互いに当接することができる。当接するグリップ
クランクは、組み合わされて概ね球状の外側輪郭を形成する外面を有することができる。
より具体的には、グリップクランク２１６の外面を画定する外側エンベロープは、１つ以
上の丸みを帯びた又は球状の表面輪郭を有することができる。例えば、エンベロープは、
概ね卵形であってもよく、又は楕円体であってもよい。閉鎖構成では、ＵＩＤ１２６は、
各グリップクランク２１６上に位置する隆起部の組み合わせによって形成された周方向隆
起部６０２を有してもよい。隆起部６０２は、触覚データ、すなわち、既知のグリップ位
置を示す特徴を提供することができる。すなわち、隆起部６０２は、ユーザのグリップの
ための基準特徴部とすることができる。
【００５３】
　閉鎖構成におけるグリップクランク２１６のエンベロープは、中心軸２０６を中心にし
て回転する表面輪郭を有する回転表面を含んでもよい。一例では、エンベロープは楕円体
を画定し、中心軸２０６は楕円体の長手方向軸又は長軸であってもよい。周方向隆起部６
０２の前方のエンベロープの一部分は、より短くてもよく、隆起部６０２の後方のエンベ
ロープの一部分よりも緩やかな輪郭又はテーパを有してもよい。したがって、エンベロー
プの遠位部分及び近位部分は、ＵＩＤ１２６の中心軸２０６が隆起部６０２が閉鎖構成に
位置する横断面と交差する点から測定される、異なる曲率半径を有してもよい。そのよう
な輪郭は、ユーザ１０７の快適なグリップ面を提供することができる。更に、閉鎖構成に
おけるグリップクランク２１６の組み合わされた外面によって提供される回転面は、指の
操作により適している可能性がある。すなわち、ＵＩＤ１２６が閉じられると、回転面に
より、ＵＩＤ１２６がユーザ１０７の指の間で転がされて、ロボットアーム１１２のエン
ドエフェクタ及び／又は外科用ツール１０４のグリッパジョーの捻れ動作を制御する信号
を生成することができる。したがって、閉鎖構成におけるＵＩＤ１２６の回転面は、外科
用ロボットシステム１００の非常に器用で正確な動き、及び制御を可能にする。
【００５４】
　ＵＩＤ１２６は、開放された又は部分的な閉鎖構成における非常に器用で正確な動きを
もたらす。グリップクランク２１６の湾曲した外面は、全ての構成でユーザの指の間で転
がされてもよく、これは快適なグリップ面を提供することができる。
【００５５】
　図７を参照すると、一実施形態による、ユーザインターフェース装置の双安定ラッチ機
構の斜視図が示されている。ユーザ１０７は、手術が行われている間に、グリップクラン
ク２１６を一定期間閉位置で維持する必要が生じ得る。例えば、ユーザ１０７は、外科用
ツールのグリッパジョーを、長期間にわたって閉鎖状態でロックする必要が生じ得る。手
の疲労を防止するために、ＵＩＤ１２６は、ユーザ１０７がロック解除状態、例えば開位
置に向けて解放する準備が整うまで、グリップクランク２１６を閉位置にロックするため
の双安定ラッチ機構７０２を含んでもよい。
【００５６】
　ＵＩＤ１２６は、双安定ラッチ機構７０２を内部に組み込んでもよい。例えば、双安定
ラッチ機構７０２の構成要素は、スライダ２２０の内面と装置本体２０４の外面との間に
あってもよく、例えば、装置シャフト５１６である。したがって、図７は、スライダ２２
０の内面の下にある装置本体２０４の外面を明らかにする部分断面図であってもよい。
【００５７】
　双安定ラッチ機構７０２は、プッシュプッシュ機構を組み込んでもよい。プッシュプッ
シュ機構は、グリップクランク２１６が完全に閉じられてから弛緩されたときに、グリッ
プリンク２０２を閉鎖構成にロックすることができる。プッシュプッシュ機構は、グリッ
プクランク２１６が閉鎖構成から再び完全に閉じられてから解放されるとき、グリップリ
ンク２０２をロック解除して、ＵＩＤ１２６を開放構成へと解放することができる。した
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がって、双安定ラッチ機構７０２は、ロックするために握られ、解放するために再び握ら
れる機構であり得る。
【００５８】
　一実施形態において、双安定ラッチ機構７０２は、カム７０６に沿って移動するカム従
動子７０４を含むことができる。カム従動子７０４及びカム７０６は、スライダ２２０又
は装置本体２０４に組み込まれてもよい。しかしながら、カム従動子７０４及びカム７０
６は、同じ構成要素に組み込まれてはならず、例えば、両方がスライダ２２０又は装置本
体２０４に組み込まれてはならない。例として、カム７０６は、装置シャフト５１６内に
一体化されてもよく、カム従動子７０４は、装置シャフト５１６の上に乗るスライダ２２
０に取り付けられてもよい。カム従動子７０４は、スライダ２２０の内面と装置シャフト
５１６の外面との間に配置することができる。カム従動子７０４及びカム７０６は、互い
に対して動くことができる。
【００５９】
　カム従動子７０４は、中心軸２０６に平行に延在する長手方向カンチレバーを含むこと
ができる。カム従動子７０４はまた、カンチレバーの端部から中心軸２０６に向かって径
方向内側に延在する突起部を含んでもよい。突起部はカム７０６内に延在することができ
る。より具体的には、カム７０６は、装置シャフト５１６の外面に形成された溝を含んで
もよく、突起部は溝内に配置されてもよい。
【００６０】
　カム７０６の溝は、ループ経路に沿って延在してもよい。例えば、経路は、溝の最近位
位置に非ラッチ位置７０８と、溝の最遠位位置にある移動終了位置７１０と、最近位位置
と最遠位位置との間の溝の位置にラッチ位置７１２とを有し得る。経路は、非ラッチ位置
７０８から移動終了位置７１０まで、次いでラッチ位置７１２まで反時計回り方向に延在
することができる。溝に沿って反時計回りの方向に進むと、経路は、非ラッチ位置７０８
で開始点に戻る。したがって、経路は閉鎖経路であってもよい。
【００６１】
　カム従動子７０４は、グリップリンク２０２が閉鎖構成と開放構成との間で動くとき、
溝の周りを動いてもよい。例えば、カム従動子７０４は、ユーザ１０７がグリップリンク
２０２を握ると、非ラッチ位置７０８、移動終了位置７１０、及びラッチ位置７１２の間
で動くことができる。開放構成では、グリップクランク２１６が径方向に延在している状
態で、カム従動子７０４の突起部は、溝の非ラッチ位置７０８に位置してもよい。ユーザ
１０７が、何本かの指の間でグリップクランク２１６をつまむと、グリップクランク２１
６は、開放構成（図２）と閉鎖構成（図６）との間で、装置本体２０４に向かって枢動す
る。カム従動子７０４は、ＵＩＤ１２６が閉鎖構成に移行するとき、非ラッチ位置７０８
と移動終了位置７１０との間の溝に沿って動くことができる。ユーザ１０７がグリップク
ランク２１６上のグリップを弛緩させ、戻りばね３０４がスライダ２２０を付勢すること
が可能になると、グリップクランク２１６は、閉位置とロック位置との間で、装置本体２
０４から離れるように枢動する。すなわち、カム従動子７０４が移動終了位置７１０から
ラッチ位置７１２に動くと、グリップクランク２１６は、ロック位置まで径方向外側に動
く。したがって、グリップクランク２１６は、ロック位置よりも閉位置にあるときの方が
中心軸２０６に近くてもよい。
【００６２】
　グリップリンク２０２は、グリップクランク２１６が閉位置又はロック位置のいずれか
にあるとき、閉鎖構成にあってもよい。グリップクランク２１６の閉位置からロック位置
への径方向の移動は、無視できるほどであり得る。例えば、グリップクランク２１６の外
面は、結合して、閉位置及びロック位置の両方において楕円体エンベロープを形成しても
よい。しかしながら、ロック位置では、ユーザ１０７は、グリップリンク２０２を閉鎖構
成に維持するためにグリップクランク２１６を握る必要はない。したがって、ユーザ１０
７は、カム従動子７０４の突起がラッチ位置７１２にあるとき、グリップクランク２１６
を捻る又は回転させることによって、ＵＩＤ１２６を操作することができる。
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【００６３】
　グリップクランク２１６のラッチを解除するために、ユーザ１０７は、グリップクラン
ク２１６を中心軸２０６に向かって握ることができる。カム従動子７０４の突起がラッチ
位置７１２にあるときのグリップクランク２１６の径方向内側への移動は、カム従動子７
０４をカム７０６の溝に沿って反時計回りの方向に押し進めることができる。突起は、ラ
ッチ位置７１２の遠位にある第２の移動終了位置７１４に押し進めることができる。プロ
ングが第２の移動終了位置７１４にあるとき、グリップクランク２１６は閉位置にあって
もよい。グリップクランク２１６が閉位置から弛緩すると、カム従動子７０４は、第２の
移動終了位置７１４と非ラッチ位置７０８との間の溝をたどることができる。
【００６４】
　カム７０６内の溝のセグメントは、カム従動子７０４を特定の方向に付勢するために、
異なる高さにあってもよい。例えば、カム従動子７０４が第２の移動終了位置７１４に到
達すると、溝の床が降下して、カム従動子７０４を、第２の移動終了位置７１４と非ラッ
チ位置７０８との間の溝のセグメント上に降下させることができる。カム従動子７０４が
非ラッチ位置７０８に戻ると、グリップクランク２１６は再び開位置にあってもよい。開
位置において、グリップクランク２１６は、ロック位置よりも中心軸２０６から離れてい
る。つまり、グリップクランク２１６は、開位置よりもロック位置にあるときの方が中心
軸２０６に近くてもよい。
【００６５】
　図７に示され、上記で説明した双安定ラッチ機構７０２は、グリップリンク２０２の双
安定ラッチを提供する１種類のプッシュプッシュ機構を含む。他のプッシュプッシュ機構
を使用してもよい。いずれの場合も、プッシュプッシュ機構は、ユーザ１０７がグリップ
クランク２１６を移動終了まで握ると、それ自体を閉鎖構成にロックし、ユーザ１０７が
再び機構を握ると、グリップクランク２１６が開位置に向かって解放される機構を含むこ
とができる。
【００６６】
　双安定ラッチ機構７０２は、ＵＩＤ１２６の状態をユーザ１０７に示す機能を含むこと
ができる。例えば、双安定ラッチ機構７０２は、カム従動子７０４が移動終了位置７１０
に到達したことを示すスナップ機能を含んでもよい。カム従動子７０４の突起部が、移動
終了位置７１０でより高い溝床からより低い溝床まで下降するとき、可聴スナップ音、又
はスナップに関連する物理的触覚振動が発せられ得る。クリック音又は感覚は、移動終了
位置７１０に到達したことを示すことができる。次に、ユーザ１０７は、グリップクラン
ク２１６が解放されて、閉鎖構成でＵＩＤ１２６をロックすることができることを知って
いる。同様のスナップ機能は、グリップクランク２１６の他の位置に実装されてもよい。
例えば、スナップ機能は、カム従動子７０４が第２の移動終了位置７１４に達したときに
クリックして、ＵＩＤ１２６がラッチ解除され、グリップクランク２１６が径方向外側に
延在できることをユーザ１０７に示すことができる。
【００６７】
　外科用器具を用いて手術を行うために、ユーザ１０７は、外科用ツールのグリッパジョ
ーがいつ完全に閉じられるかを知る必要が生じ得る。例えば、外科用ツールは、グリッパ
を有するニードルドライバであってもよく、また、閉じるＵＩＤ１２６のグリップクラン
ク２１６は、器具ジョーの閉鎖にマッピングされ得る。したがって、ユーザ１０７がスナ
ップ機能からのクリックを感じると、器具ジョーが移動終了状態、例えば、完全にクラン
プされた状態に達したことがユーザ１０７に通知される。
【００６８】
　グリップリンク２０２の同様のラッチは、上述の線形アクチュエータを使用して行うこ
とができる。例えば、線形アクチュエータは、スライダ２２０が装置シャフト５１６に沿
って移動終了位置に到達すると判定されたときに作動を停止するように制御されてもよい
。ユーザ１０７がグリップクランク２１６を再び握ると、スライダ２２０は移動終了位置
まで前進することができ、これは、ＵＩＤプロセッサ５２０によって検出されてもよく、
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線形アクチュエータは、スライダ２２０をより近位位置に戻して、グリップクランク２１
６が径方向外側に拡張できるように制御されてもよい。したがって、ＵＩＤ１２６の双安
定ラッチは、機械的及び／又は電気機械的に実行することができる。
【００６９】
　図８を参照すると、一実施形態による、ユーザインターフェース装置のいくつかのタッ
チ感知面の側面図が示されている。ＵＩＤ１２６は、いくつかのタッチ感知面を含むこと
ができる。タッチ感知面は、ユーザ１０７によるタッチに応答して信号を生成する容量性
及び／又は導電性要素を含み得る。したがって、ＵＩＤ１２６上の所定の位置に触れるこ
とにより、ユーザ１０７は、外科用ロボットシステム１００の特定の機能を制御すること
ができる。機能は、非グリップ機能であり得る。
【００７０】
　一実施形態では、ＵＩＤ１２６は、ＵＩＤ１２６の動きを外科用ロボットシステム１０
０の制御から切り離すためのクラッチ機構を含む。クラッチ機構は、指クラッチと呼ばれ
ることがある。指クラッチは、ユーザ１０７の指からのタッチによって作動され得るため
、このように呼ばれ得る。一実施形態では、指クラッチ８０２は、点線で示されるように
、装置本体２０４の領域に取り付けられるか、又はこれに一体化されてもよい。例えば、
装置ヘッド２１２は、指クラッチ８０２を含むことができる。指クラッチ８０２は、装置
ヘッド２１２のタッチ感知外面を含んでもよく、これにより、ユーザ１０７は、ＵＩＤ１
２６によって操作されている個々の器具の遠隔操作を休止することが可能になる。つまり
、ユーザ１０７が指クラッチ８０２に触れると、そのタッチはクラッチ入力として検出さ
れてもよい。クラッチ入力に応答して、追跡センサ２１４によって検出されたＵＩＤ１２
６の動きに対応する制御信号を休止することができる。クラッチ入力が取り除かれると（
タッチが終了すると）、ＵＩＤ１２６の動きは、外科用ロボットシステム１００の対応す
る動きを再び引き起こし得る。つまり、例えば指クラッチ８０２から指を取り除くことに
よって指クラッチ８０２のクラッチが外された場合、ＵＩＤの動きが再び検出され、運動
制御入力として外科用ロボットシステム１００に入力されてもよい。
【００７１】
　ＵＩＤ１２６の指クラッチ８０２は、作業スペースの限度に達したときに、ユーザ１０
７が作業スペース内にＵＩＤ１２６を再配置することを可能にすることができる。例えば
、ＵＩＤ１２６を保持している間にアームを開始位置からある方向に完全に延在させるこ
とにより、ユーザ１０７は、作業スペースの限界、例えば、作業スペースの縁部に到達す
ることができる。作業スペース内でＵＩＤ１２６を再配置し、作業空間縁部の方向への更
なる移動を可能にするために、ユーザ１０７は、指クラッチ８０２に人差し指で触れて、
外科用ロボットシステム１００をＵＩＤ１２６の動きから切り離すことができる。次いで
、ユーザ１０７は、ＵＩＤ１２６を作業スペース内の開始位置に戻し、人差し指を指クラ
ッチ８０２から持ち上げることによって、外科用ロボットシステム１００のクラッチを外
すことができる。次いで、第１の方向への更なる移動は、ＵＩＤ１２６を動かして外科用
ロボットシステム１００の動きを操作することによって実行され得る。
【００７２】
　図９を参照すると、一実施形態による、閉鎖構成のユーザインターフェース装置の、図
６の線９－９について取った断面図が示されている。指クラッチ８０２は、導電パッド９
０４の上に取り付けられたクラッチカバー９０２を含むことができる。導電パッド９０４
は、中心軸２０６の周りに延在してもよい。例えば、中心軸２０６は長手方向に延在して
もよいが、導電パッド９０４の外面は、長手方向軸に直交する横断面に沿った経路をたど
ることができる。経路は、中心軸２０６の周りに完全に延在してもよく、例えば、横断面
上の輪郭は円形であってもよい。あるいは、経路は、中心軸２０６の周囲に部分的に延在
してもよく、例えば、輪郭はＣ字形であってもよい。一実施形態では、輪郭は、少なくと
も２７０度の角度を超えて広がり、角度は中心軸２０６を中心として測定される。上述の
輪郭は、導電パッド９０４の単一の横断スライスであってもよく、一実施形態では、輪郭
の形状は、導電パッド９０４の長さにわたって同じであってもよい。すなわち、導電パッ
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ド９０４の長さに沿って取られた導電パッド９０４の各横断スライスは、円筒状の導電パ
ッド９０４の場合には、同じ形状、例えば円形であってもよい。
【００７３】
　図示されていないが、一実施形態では、電線は、一方の端部で導電パッド９０４を、別
の端部で感知増幅器回路（装置本体２０４内のＵＩＤプロセッサ５２０の一部）の入力に
結合することができる。感知増幅器回路は、電線上の信号に従って変化する感知信号を生
成することができる。信号は、導電パッド９０４へのユーザの指の近接性に基づいて、又
は導電パッド９０４を介した装置ヘッド２１２のタッチ感知部分へのユーザの指のタッチ
に基づいて、導電パッド９０４の静電容量の結果として変化してもよい。ＵＩＤプロセッ
サ５２０は、感知された信号のデジタル化バージョンを処理して、導電パッド９０４にお
いて静電容量の変化が生じたかどうかを判定することができる。ＵＩＤプロセッサ５２０
は、導電パッド９０４の静電容量の変化を検出することに応答して、クラッチ信号を生成
することができる。クラッチ信号は、所定の閾値を上回る導電パッド９０４上の容量読み
取りに応答して生成されてもよい。
【００７４】
　導電パッド９０４は、追跡センサ２１４の外面とクラッチカバー９０２の内面との間に
配置されてもよい。対照的に、クラッチカバー９０２は、周囲環境に向かって外向きの外
側タッチ面を含んでもよい。ユーザ１０７の指がクラッチカバー９０２の外側タッチ面に
触れると、指は、クラッチカバー９０２の壁厚によって導電パッド９０４から離される。
クラッチカバー９０２は、誘電材料、例えばプラスチックから形成することができ、した
がって、ユーザ１０７の導電性の指が外側タッチ面に触れると、クラッチカバー９０２の
壁にまたがる静電容量は変化する。別の実施形態では、クラッチカバー９０２は、導電性
材料で作ることができる。壁の厚さは、静電容量の変化を確実に検出できるように制限さ
れ得る。例えば、内面と外側タッチ面との間のクラッチカバー９０２の壁厚は、１ｍｍ未
満であってもよい。したがって、クラッチカバー９０２及び導電パッド９０４は、装置ヘ
ッド２１２において中心軸２０６上に静電容量センサを提供する。
【００７５】
　更に図９を参照すると、指クラッチ８０２は、ＵＩＤ１２６の通常の把持領域の外側に
位置し得る。例えば、指クラッチ８０２は、通常動作中にユーザが保持するグリップクラ
ンク２１６の外面に対して遠位であり得る。しかしながら、指クラッチ８０２は、ユーザ
がＵＩＤ１２６を操作しているとき、ユーザ１０７の指の届く範囲にあり得る。したがっ
て、通常動作中、ユーザ１０７は指を伸ばして指クラッチ８０２に触れ、クラッチ信号を
外科用ロボットシステム１００に送信することができる。
【００７６】
　図８を再び参照すると、追加のタッチ感知領域及び容量センサを使用して、ＵＩＤの異
なる機能を制御することができる。一実施形態では、ＵＩＤ１２６は、グリップリンク２
０２のグリップクランク２１６上に取り付けられた少なくとも１つのグリップクランク容
量感知パッド８０４を含む。例えば、グリップクランク容量感知パッド８０４は、隆起部
６０２とグリップクランク２１６の遠位先端との間に、グリップクランク２１６の外面を
含んでもよい。外面のタッチ感知領域は、下にあるグリップクランク容量感知パッド８０
４（図９）を覆うことができる。より具体的には、グリップクランク容量感知パッド８０
４の構成は、上述の指クラッチ８０２の構造と同様であってもよい。更に、指クラッチ８
０２のように、ＵＩＤプロセッサ５２０は、グリップクランク容量感知パッド８０４に電
気的に結合されて、グリップクランク容量感知パッド８０４の静電容量の変化を検出する
ことができる。ＵＩＤプロセッサ５２０が所定の閾値を上回る静電容量を検出すると、Ｕ
ＩＤプロセッサ５２０は、対応する制御信号を生成することができる。対応する制御信号
は、以下で説明する外科用ロボットシステム１００のいくつかの所定の機能のうちの１つ
を制御するために使用されてもよい。
【００７７】
　ＵＩＤ１２６は、非常に器用で、指で操作されるものであり、手術中にユーザ１０７が
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ＵＩＤ１２６を落下させる可能性がある。安全上の理由から、インターロックを使用して
、ＵＩＤ１２６が落下したときに意図しない器具の動きを防止することができる。例えば
、落下検出センサは、落下時に自由落下状態に入ることに応答して、落下信号を生成する
ことができる。落下検出センサは、ＵＩＤ１２６の動きを監視し得る追跡センサ２１４と
することができる。追跡センサ２１４が、落下状態に対応する動きを検出すると、センサ
は、インターロックオフ信号を生成して、ＵＩＤ１２６と外科用ロボットシステム１００
との間のインターロックを中断又は切断する。
【００７８】
　一実施形態では、グリップクランク容量感知パッド８０４の静電容量値に応答してＵＩ
Ｄプロセッサ５２０によって生成された制御信号を使用して、ＵＩＤ１２６の機能と外科
用ロボットシステム１００との間のインターロックを制御することができる。より具体的
には、グリップクランク容量感知パッド８０４は、ユーザ１０７がＵＩＤ１２６を保持し
ているか、又はＵＩＤ１２６が落下したかどうかを検出するために使用されてもよい。ユ
ーザ１０７がＵＩＤ１２６を保持しているとき、ＵＩＤ１２６の動きは、外科用ロボット
システム１００の動きに連動することができ、例えば、追跡センサ２１４によって検出さ
れるＵＩＤ１２６の動きは、ロボットアーム１１２の対応する動きに変換され得る。対照
的に、ＵＩＤ１２６の落下状態が検出されると、ＵＩＤ１２６と外科用ロボットシステム
１００との間のインターロックが中断又は切断され得る。
【００７９】
　ＵＩＤプロセッサ５２０は、グリップクランク容量感知パッド８０４の静電容量を監視
して、ユーザ１０７がＵＩＤ１２６を保持しているかどうかを検出することができる。Ｕ
ＩＤプロセッサ５２０は、第１のグリップクランク２１６上のグリップクランク容量感知
パッド８０４及び別のグリップクランク２１６上の１つ以上の容量感知パッドを連続的に
監視することができる。例えば、ＵＩＤプロセッサ５２０は、グリップクランク容量感知
パッド８０４及び第２のグリップクランク２１６上の第１の容量感知パッド８０６を監視
してもよい。ＵＩＤプロセッサ５２０が、容量感知パッドのうちの１つ以上の静電容量が
所定の期間にわたって所定の閾値を下回っていることを検出することに応答して、ＵＩＤ
プロセッサ５２０は、ＵＩＤ１２６が落下状態にあると判定することができる。例えば、
少なくとも５ミリ秒の間、静電容量が設定閾値を下回ると、ＵＩＤプロセッサ５２０は、
インターロックオフ信号を生成することができる。本明細書で使用される場合、用語「イ
ンターロックオフ」は、例えば、許容できない事象又は動作に応じて、外科用ロボットシ
ステム１００の一部分の遠隔操作が中断されることを意味し得る。ＵＩＤ１２６は、イン
ターロックオフ信号を外科用ロボットシステム１００に送信して、ロボットアーム１１２
及び／又は外科用ツール１０４の遠隔操作を中断することができる。
【００８０】
　更に図８を参照すると、ＵＩＤ１２６は、各グリップクランク２１６の外面上に少なく
とも１つの容量感知パッドを含んでもよい。少なくとも１つのグリップクランク２１６は
、外面上にいくつかの容量感知パッドを有してもよい。例えば、グリップクランク２１６
は、第１の容量感知パッド８０６、第２の容量感知パッド８０８、及び／又は第３の容量
感知パッド８１０を含んでもよい。容量感知パッドは、グリップクランク２１６の外面上
に順次取り付けられるか又は配置されてもよい。例えば、第１の容量感知パッド８０６は
、外面上で第２の容量感知パッド８０８の遠位にあってもよく、第２の容量感知パッド８
０８は、第３の容量感知パッド８１０の遠位にあってもよい。
【００８１】
　一実施形態では、グリップクランク容量感知パッド８０４の線形アレイは、スワイプジ
ェスチャを検出するために、ＵＩＤプロセッサ５２０によって監視されてもよい。ユーザ
１０７は、グリップクランク２１６の外面上で指をスワイプすることによって、スワイプ
ジェスチャを入力することができる。スワイプは、第１のグリップクランク容量感知パッ
ド８０６、第２のグリップクランク容量感知パッド８０８及び／又は第３のグリップクラ
ンク容量感知パッド８１０のそれぞれの静電容量の変化を引き起こすことができる。ＵＩ
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Ｄプロセッサ５２０は、パッドのアレイ上でのスワイプジェスチャとして変化のシーケン
スを検出することができる。スワイプジェスチャは、様々な出力を制御するために使用さ
れてもよい。例えば、スワイプジェスチャは、制御信号をトリガして、ロボットアーム１
１２に所定の動作を実行させることができる。あるいは、スワイプジェスチャは、ユーザ
コンソール１２０のグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の一部の要素を制御
することができる。例えば、ユーザ１０７は、メニューをナビゲートし、表示されたビュ
ーをスクロールし、表示された画像でズームイン及びズームアウトし、又はＧＵＩの他の
態様を制御するための制御入力として、グリップクランク２１６の外面をスワイプしても
よい。
【００８２】
　グリップクランク２１６の一部又は全ての容量感知パッドは、追加の機能を制御するた
めに割り当てられてもよい。例えば、ＵＩＤプロセッサ５２０によって検出されたタッチ
又はスワイプジェスチャは、制御信号をトリガして、外科用ツール１０４にエネルギーを
送達させることができる。より具体的には、外科用ツール１０４は、エネルギー器具、例
えばレーザ又は紫外線光源であってもよく、所定のタッチ入力は、エネルギー器具の起動
をトリガするために検出されてもよい。
【００８３】
　一実施形態では、外科用ツール把持具の開閉を制御するために使用されるグリップクラ
ンク２１６は、ＧＵＩ制御又はエネルギー送達制御などの他の機能を制御するために使用
されるグリップクランク２１６と交互にすることができる。例として、グリップリンクの
第１のセット４０４を使用して、外科用ツール把持具の開閉を制御することができる。更
に、グリップリンクの第１のセット４０４は、落下検出を提供して、ＵＩＤ１２６の落下
状態を検出し、ＵＩＤ１２６がユーザ１０７によって保持されていないときにインターロ
ックオフ信号を送信することができる。対照的に、グリップリンクの第２のセット４０６
を使用して、外科用ロボットシステム１００の他の機能を制御することができる。上述し
たように、第２のセット４０６のグリップクランク２１６は、第１のセット４０４の隣接
するグリップクランク２１６の間に配置されてもよい。したがって、第１のセット４０４
及び第２のセット４０６のグリップクランク２１６は、ＵＩＤ１２６の全ての回転方向に
おいてアクセス可能であり得る。
【００８４】
　追跡センサ２１４は、装置本体２０４の動きに応答して空間状態信号を生成するように
構成することができる。空間状態信号は、自由空間におけるＵＩＤ１２６の位置及び／又
は向きに対応し得る。空間状態信号は、ロボットアーム１１２などの外科用ロボットシス
テム１００の動作を制御することができる。例えば、ユーザ１０７が作業スペース内でＵ
ＩＤ１２６を右方向に動かすと、ロボットアーム１１２のエンドエフェクタも右方向に動
くように制御され得る。同様に、中心軸２０６を中心にしてＵＩＤ１２６を回転させるこ
とにより、エンドエフェクタを操作して、対応する長手方向軸を中心に空間内で同様に回
転させることができる。
【００８５】
　追跡センサ２１４は、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、又は物理的運動を対応す
る電気信号に変換することができる１つ以上の他のトランスデューサを含んでもよい。例
えば、追跡センサ２１４は、ＵＩＤ１２６の物理的変位（例えば、ＸＹＺ空間又は他の好
適な座標系内での並進）、ロール、ピッチ、及びヨーを含む、６つの自由度を測定するこ
とが可能である磁気追跡プローブを含むことができる。一実施形態では、いくつかの追跡
センサ２１４を使用して、ＵＩＤ１２６の位置及び／又は向きの検出に冗長性を提供する
。追跡センサ（単数又は複数）２１４は、電気信号（単数又は複数）を出力することがで
き、電気信号（単数又は複数）は、例えば、平均化されて空間状態信号に組み合わせるこ
とができる。空間状態信号は、外科用ロボットシステム１００の動作を制御するために提
供されてもよい。
【００８６】
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　ＵＩＤ１２６を介して入力される制御信号は、有線又は無線接続を通じてコンピュータ
システム１１０に通信されてもよい。一実施形態では、電線は、例えば遠位端２１０など
のＵＩＤ１２６の遠位端から延在して、ＵＩＤ１２６をコンピュータシステム１１０に接
続する。電線は、ＵＩＤ１２６に電力を供給することができ、センサ信号、例えば、空間
状態信号、グリップ信号、インターロックオフ信号、クラッチ信号などをコンピュータシ
ステム１１０に伝達してもよい。したがって、ＵＩＤ１２６は、コンピュータシステム１
１０にコマンドを入力するために使用される周辺装置であってもよい。ＵＩＤ（単数又は
複数）２００は、他の周辺入力装置と組み合わせて使用することができる。例えば、フッ
トペダルスイッチは、外科用ロボットシステム１００にクラッチ入力を提供するために、
コンピュータシステム１１０に接続されてもよい。各ＵＩＤ１２６は、それぞれの外科用
ツール１０４のそれぞれのロボットアーム１１２又は把持具の遠隔操作を中断するために
個々にクラッチされてもよいが、それぞれのロボットアーム１１２又は外科用ツール１０
４は、フットペダルスイッチを押すことによって同時にクラッチされてもよい。したがっ
て、アクチュエータ１１４の動きは、コンピュータシステム１１０のＵＩＤ及び他の周辺
入力装置によって操作されてもよい。
【００８７】
　図１０を参照すると、一実施形態による、ユーザインターフェース装置を使用してロボ
ットシステムを制御する方法のフローチャートが示されている。図示された方法は、ユー
ザ１０７が、ロボットアーム１１２及び／又は外科用ツール１０４の動きをもたらすよう
に、ＵＩＤ１２６を操作することに対応する。例えば、図示された方法は、患者１０２の
組織を把持するために外科用ツール１０４の把持具を制御するユーザ１０７に対応しても
よい。
【００８８】
　ユーザインターフェース装置を使用して外科用ロボットシステム内のロボット外科用ツ
ールを操作するための方法は、６つの自由度の空間におけるユーザインターフェース装置
の動きを追跡することを含み得る。動作１００２において、ＵＩＤ１２６の追跡センサ２
１４は、空間状態信号、例えば、ＵＩＤ１２６の動きを表す入力姿勢信号を生成する。空
間状態信号は、ＵＩＤプロセッサ５２０に出力することができる。ＵＩＤプロセッサ５２
０は、追跡センサ２１４から空間状態信号を受信する。ＵＩＤプロセッサ５２０は、信号
を分析又は修正し、得られた空間状態信号をユーザコンソール１２０に出力することがで
きる。ユーザコンソール１２０は、次に、空間状態信号を外科用ロボットシステム１００
に送信してもよい。
【００８９】
　空間内でのＵＩＤの動きを追跡することに加えて、ＵＩＤの１つ以上のグリップリンク
の動きを検出することができる。動作１００４において、ＵＩＤ１２６のグリップリンク
変位センサ５１８は、外科用ツールのグリップ動作を制御するためのグリップ信号を生成
する。グリップ信号は、ＵＩＤ１２６のグリップリンク２０２の動きを表すことができる
。グリップリンク変位センサ５１８は、装置本体２０４の基準点、例えば、装置ヘッド２
１２の近位面に対するスライダ２２０の動き又は位置を検出することができる。検出され
た位置情報は、ＵＩＤプロセッサ５２０に出力することができる。ＵＩＤプロセッサ５２
０は、グリップリンク変位センサ５１８からの受信信号に基づいて、ＵＩＤ１２６の装置
本体２０４に対するグリップリンク２０２の動きを検出することができる。ＵＩＤ１２６
は、信号を分析又は修正し、得られたグリップ信号を生成し、ユーザコンソール１２０に
出力することができる。ユーザコンソール１２０は、次に、グリップ信号を外科用ロボッ
トシステム１００に送信してもよい。
【００９０】
　動作１００６において、外科用ロボットシステム１００の１つ以上のプロセッサは、空
間状態信号、例えば、入力姿勢信号又はグリップ信号を、コンピュータシステム１１０を
介してＵＩＤ１２６から受信する。制御信号は、コンピュータシステム１１０への有線又
は無線接続を介して受信することができる。制御信号は、ロボットアーム１１２及び／又
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は外科用ツール１０４のアクチュエータ１１４に関連付けられた内蔵プロセッサに入力す
ることができる。したがって、空間状態信号及びグリップ信号は、ロボットアーム１１２
及び外科用ツール１０４のそれぞれの動きを引き起こすように処理され得る。
【００９１】
　動作１００８において、外科用ロボットシステム１００は、空間状態信号又はグリップ
信号のうちの少なくとも１つに基づいて、アクチュエータ１１４又はアクチュエータ１１
４に連結された外科用ツール１０４を動かす。外科用ロボットシステム１００のアクチュ
エータ１１４は、空間状態信号に応答して動かすことができる。例えば、空間状態信号は
、作業スペース内でのＵＩＤ１２６の左から右への移動を表し得る。アクチュエータ１１
４は、それに応じて、ロボットアーム１１２のエンドエフェクタを左から右に並進させる
ように動かすことができる。同様に、外科用ロボットシステム１００の外科用ツール１０
４は、グリップ信号に応答して動かすことができる。例えば、グリップ信号は、ユーザ１
０７がグリップリンク２０２を握る際のグリップクランク２１６の径方向内側の動きを表
してもよい。外科用ツール１０４の把持具を操作するアクチュエータは、それに応じて、
把持具のジョーをピンチング動作で径方向内側に動かすように動くことができる。したが
って、ロボットアーム１１２及び外科用ツール１０４は、ＵＩＤ１２６の操作に基づいて
遠隔操作されて、外科用ツールの把持具に患者１０２の組織を把持させることができる。
【００９２】
　図１１を参照すると、一実施形態による、ユーザインターフェース装置を使用してロボ
ットシステムを制御する方法のフローチャートが示されている。図示された方法は、ユー
ザ１０７がＵＩＤ１２６を落としたときの外科用ロボットシステム１００の望ましくない
動きを防止する安全インターロックの作動に対応する。
【００９３】
　動作１１０２において、ＵＩＤプロセッサ５２０は、ＵＩＤ１２６のグリップリンク２
０２に取り付けられたグリップクランク容量感知パッド８０４の静電容量の変化を検出す
る。グリップクランク容量感知パッド８０４は、隆起部６０２に対して遠位のグリップク
ランク２１６の外面上に配置することができる。例えば、ユーザ１０７の指は、ユーザ１
０７がＵＩＤ１２６を落としたときにグリップクランク容量感知パッド８０４との接触を
失う可能性があり、接触の喪失は、グリップクランク容量感知パッド８０４の検出された
静電容量を変えることができる。
【００９４】
　動作１１０４において、ＵＩＤプロセッサ５２０は、グリップクランク容量感知パッド
８０４の静電容量の変化を検出したことに応答して、インターロックオフ信号を生成する
ことができる。ＵＩＤプロセッサ５２０は、検出された静電容量の変化に基づいて、ＵＩ
Ｄ１２６が落下状態にあることを判定することができる。すなわち、ＵＩＤプロセッサ５
２０は、ＵＩＤ１２６が落下したか、又はもはやユーザ１０７によって保持されていない
と判定することができる。落下状態を判定することに応答して、ＵＩＤプロセッサ５２０
は、インターロックオフ信号を生成することができる。ＵＩＤプロセッサ５２０は、イン
ターロックオフ信号をユーザコンソール１２０のコンピュータシステム１１０に送信して
もよい。ユーザコンソール１２０は、次に、インターロックオフ信号を外科用ロボットシ
ステム１００に送信してもよい。
【００９５】
　動作１１０６において、インターロックオフ信号は、外科用ロボットシステム１００に
よって、ＵＩＤプロセッサ５２０から受信される。インターロックオフ信号は、コンピュ
ータシステム１１０への有線又は無線接続を介して受信することができる。インターロッ
クオフ信号は、ロボットアーム１１２及び／又は外科用ツール１０４のアクチュエータに
関連付けられた内蔵プロセッサに入力することができる。
【００９６】
　動作１１０８において、外科用ロボットシステム１００は、インターロックオフ信号に
応答して、アクチュエータ１１４又はアクチュエータ１１４に連結された外科用ツール１
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０４の動きを中断する。外科用ロボットシステム１００の動きは、空間状態信号にかかわ
らず中断され得る。より具体的には、ＵＩＤ１２６が地面に落下すると、ＵＩＤ追跡セン
サ２１４によって生成された空間状態信号で表される回転運動及び並進運動を経験する。
外科用ロボットシステム１００は、空間状態信号を受信し、インターロックオフ信号がア
サートされると、空間状態信号を無視することができる。同様に、外科用ロボットシステ
ム１００の動きは、グリップ信号にかかわらず中断され得る。より具体的には、ＵＩＤ１
２６が地面に当たると、グリップクランク２１６は、衝撃によって径方向内側に押し込め
られ得る。外科用ロボットシステム１００は、グリップ信号を受信し、インターロックオ
フ信号がアサートされると、グリップ信号を無視することができる。したがって、外科用
ロボットシステム１００の望ましくない又は潜在的に有害な動きは、ＵＩＤ１２６がユー
ザ１０７によって落下したときのインターロックオフ信号によって防止することができる
。
【００９７】
　図１２を参照すると、一実施形態による外科用ロボットシステムのコンピュータ部分の
ブロック図が示されている。外科用ロボットシステムは、コンピュータシステム１１０及
び１つ以上のＵＩＤ１２６を有するユーザコンソール１２０を含むことができる。コンピ
ュータシステム１１０及びＵＩＤ１２６は、特定の機能に適した回路を有し、したがって
、図示された回路は、例として提供され、限定するものではない。
【００９８】
　ユーザコンソール１２０は、外科用ロボットシステム１００の一部、例えば、ロボット
アーム１１２及び／又は外科用ツール１０４を制御することができる。ＵＩＤ１２６は、
外科用ロボットシステム１００を制御するための入力コマンドを提供するために、コンピ
ュータシステム１１０及び／又は外科用ロボットシステム１００に通信可能に連結されて
もよい。例えば、ＵＩＤ１２６は、追跡センサ２１４からの信号に応答して、ＵＩＤプロ
セッサ５２０によって生成された空間状態信号、グリップリンク変位センサ５１８からの
信号に応答して、ＵＩＤプロセッサ５２０によって生成されたグリップ信号、指クラッチ
８０２の導電パッド９０４の静電容量の検出された変化に応答して、ＵＩＤプロセッサ５
２０によって生成されたクラッチ信号、グリップクランク容量感知パッド８０４、８０６
、８０８又は８１０の静電容量の検出された変化に応答して、ＵＩＤプロセッサ５２０に
よって生成されたインターロックオフ信号、といった電気制御信号１２０２を、コンピュ
ータシステム１１０に通信することができる。電気信号は、外科用ロボットシステム１０
０の動きを引き起こすか、又は外科用ロボットシステム１００の動きを中断するための入
力コマンドであってもよい。
【００９９】
　入力電気信号は、有線又は無線接続を介して、ＵＩＤプロセッサ５２０によってコンピ
ュータシステム１１０のコンソールプロセッサ１２０６に送信されてもよい。例えば、Ｕ
ＩＤ１２６は、電線１２０４を介して制御信号１２０２をコンソールプロセッサ１２０６
に送信してもよい。あるいは、ＵＩＤ１２６は、無線通信リンクを介して制御信号１２０
２をコンソールプロセッサ１２０６に送信してもよい。無線通信リンクは、コンピュータ
システム１１０及びＵＩＤ１２６のそれぞれのＲＦ回路によって確立されてもよい。無線
通信は、無線周波数信号、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ短距離信号及び／又はブルートゥース（登
録商標）などの好適な無線通信プロトコルを介して行うことができる。
【０１００】
　コンピュータシステム１１０のコンソールプロセッサ１２０６は、上述の異なる機能及
び性能を実行するための命令を実行してもよい。ユーザコンソール１２０のコンソールプ
ロセッサ（単数又は複数）１２０６によって実行される命令は、非一時的機械可読媒体を
含み得るローカルメモリ１２０８から取得されてもよい。命令は、外科用ロボットシステ
ム１００の構成要素、例えば、ロボットアーム（単数又は複数）１１２又は外科用ツール
（単数又は複数）１０４に動作可能に連結されたアクチュエータ１１４などの、装置ドラ
イバを有するオペレーティングシステムプログラムの形態であってもよい。
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【０１０１】
　一実施形態では、コンソールプロセッサ１２０６は、ユーザコンソール１２０の構成要
素を制御する。例えば、１つ以上の座席アクチュエータ１２０９は、コンソールプロセッ
サ１２０６からのコマンドを受信して、座席１２２の動きを制御することができる。座席
アクチュエータ（単数又は複数）１２０９は、前方／後方、背もたれ傾斜、ヘッドレスト
位置などの１つ以上の自由度で座席１２２を動かすことができる。コンソールプロセッサ
１２０６はまた、ディスプレイ１２８上に提示するためのビデオデータを送信することが
できる。したがって、コンソールプロセッサ１２０６は、ユーザコンソール１２０の動作
を制御することができる。座席アクチュエータ（単数又は複数）１２０９又はコンソール
プロセッサ１２０６への入力コマンドは、フットペダル（単数又は複数）１２４若しくは
キーボード又はジョイスティックなどの別のインターフェース装置１２１１を介して、ユ
ーザによって入力することができる。
【０１０２】
　コンソールプロセッサ１２０６は、リンク１２１０を介して制御信号１２０２を外科用
ロボットシステム１００に出力することができる。制御信号１２０２は、外科用ロボット
システム１００の動きを制御するために送信されてもよい。コンピュータシステム１１０
は、有線又は無線リンクを介して外科用ロボットシステム１００に通信可能に連結されて
、制御信号１２０２を１つ以上の外科用ロボットシステムプロセッサ（単数又は複数）１
２１２に出力することができる。例えば、少なくとも１つのプロセッサ１２１２は、管制
塔１３０内に配置することができ、外科用ロボットプラットフォーム１１１又は１つ以上
のディスプレイ１２２０などのシステム構成要素に通信可能に連結されてもよい。外科用
ロボットシステム１００のアクチュエータ１１４は、外科用システムプロセッサ１２１２
から制御コマンドを受信して、ＵＩＤ１２６の動きに対応する動作を引き起こすか、又は
ユーザ１０７が指クラッチ８０２に触れるか又はＵＩＤ１２６を落下させるときに外科用
ロボットシステム１００のインターロックをクラッチ及び／又は切断することによって、
外科用ロボットシステム１００の動きを中断させることができる。
【０１０３】
　図１３を参照すると、一実施形態による、開放構成で手持ちされているユーザインター
フェース装置の斜視図が示されている。ＵＩＤ１２６は、グリップクランク２１６が完全
に開位置にある状態でユーザの手に保持されている。ＵＩＤ１２６は、ユーザによる正確
な指の操作を可能にする。すなわち、ユーザの手は、制御グリップを回転させる、転がす
、又は捻ることができる。更に、グリップクランク２１６は、ユーザの手がグリップクラ
ンク２１６を軸２０６に向かって内側につまむ又は握ると、外科医に触覚フィードバック
を提供することができる。したがって、ＵＩＤ１２６は、向上した器用さ及び動きの精度
を提供する。
【０１０４】
　前述の明細書において、本発明は、その特定の例示的な実施形態を参照して説明されて
いる。以下の特許請求の範囲に記載される本発明のより広範な趣旨及び範囲から逸脱する
ことなく、様々な修正がなされ得ることが明らかであろう。したがって、本明細書及び図
面は、限定的な意味ではなく、例示的な意味で考慮されるべきである。
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【図１】
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【図７】
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【図１０】
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【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月10日(2020.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用ロボットシステム内のロボット外科用ツールを操作するためのユーザインターフ
ェース装置であって、
　中心軸の周りに本体表面を有する装置本体と、
　前記中心軸の周りに分配された３つ以上のグリップリンクであって、各グリップリンク
は、それぞれの装置クランク継手において前記装置本体に枢動可能に連結されたそれぞれ
のグリップクランクを含み、前記３つ以上のグリップリンクは、前記ロボット外科用ツー
ルのグリップ動作を操作するためのグリップ信号を生成するように構成されている、グリ
ップリンクと、
　前記装置本体内に取り付けられた追跡センサであって、前記装置本体の動きを追跡し、
前記ロボット外科用ツールの空間動作を制御するための入力空間状態信号を生成するよう
に構成されている、追跡センサと、を備える、ユーザインターフェース装置。
【請求項２】
　各グリップリンクは、それぞれの従動クランク継手において前記それぞれのグリップク
ランクに枢動可能に連結されたそれぞれの従動アームを含み、前記それぞれの従動アーム
は、それぞれの従動スライダ継手においてスライダに枢動可能に連結され、前記スライダ
は、前記中心軸に沿って動くようにそれぞれのスライダ本体継手において前記装置本体の
前記本体表面に摺動可能に連結されている、請求項１に記載のユーザインターフェース装
置。
【請求項３】
　前記それぞれの装置クランク継手、前記それぞれの従動クランク継手、及び前記それぞ
れの従動スライダ継手は回転継手であり、前記それぞれのスライダ本体継手はプリズム継
手である、請求項２に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項４】
　前記３つ以上のグリップリンクの前記それぞれの従動アームは、前記スライダに連結さ
れている、請求項３に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項５】
　前記３つ以上のグリップリンクの前記それぞれのグリップクランクは、前記中心軸に沿
って交差するそれぞれの平面に沿って前記装置本体から延在し、前記それぞれの平面は、
前記中心軸を中心に等角である、請求項１に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項６】
　前記３つ以上のグリップリンクの前記それぞれのグリップクランクの前記それぞれの平
面の間で前記装置本体から延在する追加のグリップクランクを含む、追加のグリップリン
クを更に備える、請求項５に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項７】
　前記装置本体に連結された第１の端部と、前記スライダに連結された第２の端部とを有
するバイアス要素を更に備え、前記第１の端部及び前記第２の端部は、前記スライダを前
記第１の端部に向かって又は前記第１の端部から離れるように動かすために互いに対して
動くことができる、請求項２に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項８】
　前記バイアス要素は線形アクチュエータである、請求項７に記載のユーザインターフェ
ース装置。
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【請求項９】
　双安定ラッチ機構を更に備え、前記双安定ラッチ機構は、非ラッチ位置と、移動終了位
置と、ラッチ位置との間でカムに沿って移動するカム従動子を含み、前記カム従動子は、
前記３つ以上のグリップリンクの前記それぞれのグリップクランクが開位置と閉位置との
間で前記装置本体に向かって枢動するとき、前記非ラッチ位置から前記移動終了位置へと
動き、前記カム従動子は、前記３つ以上のグリップリンクの前記それぞれのグリップクラ
ンクが前記閉位置とロック位置との間で前記装置本体から離れるように枢動するとき、前
記移動終了位置から前記ラッチ位置へと動く、請求項７に記載のユーザインターフェース
装置。
【請求項１０】
　前記３つ以上のグリップリンクの前記それぞれのグリップクランクは、前記閉位置にお
いて前記ロック位置よりも前記中心軸に近く、前記３つ以上のグリップリンクの前記それ
ぞれのグリップクランクは、前記ロック位置において前記開位置よりも前記中心軸に近い
、請求項９に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項１１】
　前記３つ以上のグリップリンクの前記それぞれのグリップクランクのうちの１つに取り
付けられたグリップクランク容量感知パッドと、
　前記グリップクランク容量感知パッドの静電容量の変化を検出するために、前記グリッ
プクランク容量感知パッドに電気的に結合されたユーザインターフェース装置と、を更に
備え、前記グリップクランク容量感知パッドの前記静電容量の前記変化を検出することに
応答して、インターロックオフ信号を生成するように構成されている、請求項１に記載の
ユーザインターフェース装置。
【請求項１２】
　前記３つ以上のグリップリンクの前記グリップクランクのうちの１つ以上に取り付けら
れた第２のグリップクランク容量感知パッドを更に備え、ユーザインターフェース装置プ
ロセッサは、前記グリップクランク容量感知パッド及び前記第２のグリップクランク容量
感知パッドのそれぞれの静電容量における変化のシーケンスを検出するために、前記第２
のグリップクランク容量感知パッドに電気的に結合されている、請求項１１に記載のユー
ザインターフェース装置。
【請求項１３】
　前記装置本体に取り付けられた指クラッチを更に備え、前記指クラッチは、前記中心軸
の周りに延在する導電パッドを含み、前記ユーザインターフェース装置プロセッサは、前
記導電パッドに電気的に結合されて、前記導電パッドの静電容量の変化を検出することに
応答してクラッチ信号を生成する、請求項１２に記載のユーザインターフェース装置。
【請求項１４】
　外科用ロボットシステムであって、
　それぞれがロボットアームに取り付けられた１つ以上のロボット外科用ツールと、
　１つ以上のユーザインターフェース装置であって、各ユーザインターフェース装置は、
　　中心軸の周りに本体表面を有する装置本体と、
　　前記中心軸の周りに分散された３つ以上のグリップリンクであって、各グリップリン
クは、それぞれの装置クランク継手において前記装置本体に枢動可能に連結されたそれぞ
れのグリップクランクと、
　　前記装置本体の動きを６つの自由度で追跡し、対応するロボット外科用ツールの空間
動作を制御するための入力姿勢信号を生成するように構成された追跡センサと、
　　前記３つ以上のグリップリンクの動きに応答してグリップ信号を生成するように構成
されたグリップリンク変位センサと、
　前記１つ以上のユーザインターフェース装置及び前記ロボットアームに通信可能に連結
され、かつ、前記入力姿勢信号及び前記グリップ信号のうちの少なくとも１つに基づいて
前記ロボット外科用ツールを制御するように構成された１つ以上のプロセッサと、を備え
る、外科用ロボットシステム。
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【請求項１５】
　前記３つ以上のグリップリンクの前記それぞれのグリップクランクのうちの１つに取り
付けられたグリップクランク容量感知パッドと、
　前記グリップクランク容量感知パッドの静電容量の変化を検出するために、前記グリッ
プクランク容量感知パッドに電気的に結合されたユーザインターフェース装置プロセッサ
と、を更に備え、前記ユーザインターフェース装置が、前記グリップクランク容量感知パ
ッドの前記静電容量の前記変化を検出することに応答して、インターロックオフ信号を生
成するように構成されている、請求項１４に記載の外科用ロボットシステム。
【請求項１６】
　前記装置本体に取り付けられた指クラッチを更に備え、前記指クラッチは、前記中心軸
の周りに延在する導電パッドを含み、前記ユーザインターフェース装置プロセッサは、前
記導電パッドに電気的に結合されて、前記導電パッドの静電容量の変化を検出することに
応答してクラッチ信号を生成し、前記クラッチ信号は、前記入力姿勢信号の変化にかかわ
らず、前記外科用ロボットシステムの１つ以上のアクチュエータの動きを中断する、請求
項１５に記載の外科用ロボットシステム。
【請求項１７】
　前記１つ以上のユーザインターフェース装置は複数のユーザインターフェース装置であ
り、各ユーザインターフェース装置は、前記外科用ロボットシステムのそれぞれのアクチ
ュエータに連結されたそれぞれのロボット外科用ツールのグリップ動作を制御するための
それぞれのグリップ信号を生成する、請求項１４に記載の外科用ロボットシステム。
【請求項１８】
　ユーザインターフェース装置を使用して外科用ロボットシステム内のロボット外科用ツ
ールを操作するための方法であって、
　６つの自由度の空間内での前記ユーザインターフェース装置の動きを追跡することと、
　前記ロボット外科用ツールの空間動作を制御するための前記ユーザインターフェース装
置の動きを表す入力姿勢信号を生成することと、
　前記ユーザインターフェース装置の３つ以上のグリップリンクの動きを検出することで
あって、前記３つ以上のグリップリンクは、前記ユーザインターフェース装置の中心軸の
周りに分散されている、検出することと、
　前記ロボット外科用ツールのグリップ動作を制御するためのグリップ信号を生成するこ
とと、を含む、方法。
【請求項１９】
　前記外科用ロボットシステムの１つ以上のプロセッサによって、前記ユーザインターフ
ェース装置から前記入力姿勢信号又は前記グリップ信号のうちの１つ以上を受信すること
と、
　前記入力姿勢信号又は前記グリップ信号のうちの少なくとも１つに基づいて、前記ロボ
ット外科用ツールを作動させることと、を更に含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ユーザインターフェース装置のユーザインターフェース装置プロセッサによって、
前記３つ以上のグリップリンクのうちの１つに取り付けられたグリップクランク容量感知
パッドの静電容量の変化を検出することと、
　前記グリップクランク容量感知パッドの前記静電容量の前記変化に応答して、前記ユー
ザインターフェース装置プロセッサによって、インターロックオフ信号を生成することと
、を更に含む、請求項１９に記載の方法。
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